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7年目に入るアベノミクスと地域金融機関の課題

　2012年12月に第二次安倍政権は発足し、翌2013年にアベノミクスは始まったが、2019年に

は早や7年目に突入する。この間日本経済は、本年1月まで景気拡大が続けばいざなぎ景気を

抜いて史上最長の景気回復になるなど好調で、失業率は昨年10月には2.4％と低位にあり、部

門によっては人手不足が指摘されるなど、労働市場も非常にタイトになっている。それにも関

わらず、黒田総裁二期目に突入した日本銀行の金融政策には当面大きな変化は予想されない。

デフレから抜けつつあるものの2％のインフレ率は未だ達成されていないからである。

　一方アメリカ経済は、2018年は中間選挙の年でもあったことから、トランプ政権の減税政策

等を主因に景気は過熱気味に推移し、それに伴いインフレ懸念も台頭したため、持続的経済成

長を維持するべく、FRBは昨年4度にわたりフェデラルファンド金利目標値を引き上げた。本年

も引き続き引き上げられる公算は高く、米中貿易戦争の不透明性や、さらにはGAFAなどの巨

大グローバル情報企業に対する規制強化が俎上にのぼるなか、ニューヨーク株式市場は2018年

秋以降不安定に推移した。欧州でも、ECBは昨年末に量的緩和政策を終了したが、景気回復に

力強さが欠けていることもあり、金融政策は当面緩和気味に推移するものとみられる。

　2013年4月からの日銀の質的・量的金融緩和（QQE）と2016年2月からのマイナス金利政策

は、様々な経路でじわじわと日本の金融市場に影響を与えている。特に大きな影響があったの

が、国債市場、ETF市場、そして銀行の金融仲介機能である。

　第一の国債市場については、長期にわたる非伝統的金融政策の継続により日本銀行が保有す

る国債残高は急増し、資金循環統計によればQQE導入前2013年3月末の93.9兆円（保有シェア

13.5％）から、2018年6月末には445.9兆円（同49.6％）と、実にこの5年間で約5倍膨張した。

それだけでなく日本銀行の満期別国債保有残高をみると、当初10年債が中心であったものが、

QQEの過程で40年国債まで幅広く購入し、平均償還年限の長期化と、イールドカーブ全体の

押し下げが見られ、金融緩和がより効果的になされた。

　一方で、中央銀行が国債市場で影響力を増すことは、以下の懸念を引き起こす。第一は市場

流動性の低下で、日本銀行の国債保有は基本的には満期保有なので、市場の流動性を大きく制

約し、価格形成を歪めることである。第二に、国債の金融仲介機能の低下で、従来金融機関は

国債を担保に資金調達などを行うが、中央銀行が価格をコントロールすることになると、国債

信金中金月報掲載論文編集委員

勝　悦子
（明治大学 政治経済学部教授）
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が持つ金融機能が阻害される。第三に、国債利回りの低下に伴い銀行の貸出金利も低下するこ

とから、預金金利に非負制約のある金融機関や、年金基金などの機関投資家の収益が圧迫され

ることである。

　ETF市場およびJ-REIT市場についても日本銀行の保有残高が大きく増した。日本銀行の

ETFの買い入れは白川総裁時代の2010年10月に遡るが、その累計保有残高は2013年3月末の

1.5兆円から2018年10月末には22.3兆円にまで増大し、上場ETF時価総額は2018年10月末現在

35.1兆円であるので、その3分の2は日本銀行が保有していることになる。ETF市場について

も国債市場同様以下の懸念が広がっている。

　第一に価格形成の歪みと市場流動性の低下である。日本銀行のETF保有は満期もなく、「一端

買ったら売らない」ため国債流通市場同様、価格形成を歪める懸念がある。とりわけ浮動株を

減少させ、銘柄によっては日本銀行が浮動株の多くを占めるようになり、価格変動を助長する。

第二に、EFT買い入れはPERを上昇させるなど一時的には効果があるものの持続性はない。第

三に、日本銀行が民間企業の大株主になることが、企業ガバナンス上の規律を弱めることである。

　最後に、銀行の金融仲介機能の低下である。銀行は企業の資金需要が減退するなか2000年

代に大きく国債保有を増やし2013年3月末には321兆円（保有シェア46.2％）のピークに達し

たが、QQE導入後保有国債を大きく減少させ2018年10月末には158兆円（同17.7%）まで縮小

した。これは2008年のリーマンショック後所定準備預金に0.1％の金利が付くようになったこ

ととも関連している。特に2016年2月のマイナス金利の導入で10年物国債金利は大きく低下

し、2016年10月の長短金利操作付き量的・質的金融緩和策（YCC）の導入でイールドカーブ

はスティープ化したものの、それでも所定準備預金の金利である0.1％の方が高いので準備預

金は積み上がる。

　メガバンクは2008年のリーマンショック以降の国際金融規制（BIS規制）強化のもとで、資

本、流動性両面で強靭となってきており、勢いのあるアジアやアメリカでの国際業務が収益の

半分を支えている。これに対し日銀の金融政策で最も負の影響を被っているのが、国内業務に

特化した地方銀行、信用金庫、信用組合およびゆうちょ銀行である。

　これらは、コア業務純益が減るなか、不動産融資、ミドルリスク融資、ドル建て債券投資な

どに傾斜し、米国の金利上昇で外債には含み損が出ている。また利鞘が縮小するなか融資の長

期化が目立ち、今後日本で出口政策が行われていく過程では、マチュリティリスクや国債価格

変動リスクなどの金利リスクに直面するだろう。金融庁は、こうした地域銀行の課題に対応し

て、金利リスクへの規制強化を、メガバンクだけでなく2019年3月期からは地域銀行にも適用

することを公表した。

　いずれ訪れる出口政策を見据え、地域金融機関はリスク管理強化などの備えを一層厚くして

いく必要があろう。
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（キーワード）  住宅市場（新築・既存）、消費増税、空き家問題、住生活基本計画、信用金庫

（視　点）
　住宅分野に関わる産業は多岐にわたっており、地域経済における存在感も相応に高い。また、
住宅ローンが主要な融資商品に位置付けられていることもあり、信用金庫にとって住宅市場の
動向は、興味・関心度の高い分野といえよう。
　本稿では、定量データを基に住宅市場の特徴・位置づけを再確認したうえで、当面の住宅投
資の先行きを展望した。合わせて、中長期的な将来の住宅市場に影響を与え得る構造的な動き
について、需要・供給の両面から確認するとともに、政府が策定した「住生活基本計画」の内
容を概観し、今後想定される姿を探った。

（要　旨）
⃝	GDPに占める住宅投資の割合は低いが、景気動向や政府の税制改正を反映する形で大きく
増減することがある。また、建設業のみならず、多様な産業が関わっていることが住宅市
場の特徴の1つとなっており、その動向が地域経済にもたらすインパクトは大きい。

⃝	足元、新設住宅着工には底打ち感もみられるが、けん引する材料に乏しく、住宅投資は当
面、弱含みで推移しよう。19年10月に消費税率の引上げが予定されているが「駆込み需
要・反動減」の程度は、過去に比べ小幅になると予想される。政府は、増税前後の需要変
動を抑制するべく、税制・予算面での対策を検討中で、今後の動きが注目される。

⃝	先行き、住宅の一次取得層に該当する世帯の数は減少が避けられない見通しである。また、
住宅ストックの過剰感が強まるのに伴い、空き家のさらなる増加も懸念されている。中長
期的な将来を展望すると、新築住宅へのニーズの先細りが避けられない状況下、「既存の住
宅をいかに有効活用するか」といった観点がより重視されることとなろう。

⃝	政府が向こう10年間の住生活に係る目標、方針等をまとめた「住生活基本計画」をみると、
既存住宅の流通、リフォームビジネスの拡大を後押しする意向であることを読み取れる。
なお、空き家問題の軽減化に向けた施策は、地方公共団体による取組みを後押しする内容
となっている。

⃝	全国の信用金庫において、貸出残高に占める住宅ローンの割合は大きく、今後も主力商品
の1つに位置づけられる状況に変化はないと考えられる。住宅市場の変化に伴い、顧客ニー
ズが多様化することも想定され、適宜の備えが必要と考えられる。また、有力な構成員と
して、地方公共団体による空き家対策などの取組をサポートできる余地も大きいといえよう。

調 査

住宅市場の現状と今後の見通し
−既存の住宅ストックの有効活用が一段と重視される方向へ−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席主任研究員 

奥津　智彦
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1．住宅市場の位置づけ、特徴

　まず始めに、GDPベースの住宅投資の推

移、国土交通省による産業連関分析の内容と

いった定量データをみつつ、住宅市場の位置

づけ、特徴について確認する。

（1 ）GDPに占める割合は低いが税制改正の

影響を受け大きく増減するケースも

　2017年度の名目GDPに占める割合をみる

と、住宅投資は3.1％に過ぎず、住宅投資と

同じく国内の民間需要に該当する個人消費

（55.4％）、設備投資（15.7％）を大きく下回る。

　また、住宅投資の割合は、中長期的に低下

傾向をたどっているが（図表1）、この点に

ついては、住宅購入層に該当する世帯の数の

伸び悩みといった構造的な要因によりもたら

されている面もあろう。

　その一方で、住宅投資の増減率は相応に大

きく、経済成長に無視できない影響を与える

ケースもある。実質ベースの前年比増減率を

個人消費と比べてみると、振れ幅は住宅投資

の方が総じて大きくなっている。ちなみに、

過去2回（97年、14年）の消費増税の局面で

は、個人消費、住宅投資いずれにおいても

「前年度末の駆込み需要、当年度初めの反動

減」の動きがみられたが、そうした動きは、

購入単価の高さ（税率変更による負担の大き

さ）もあり、住宅投資でより顕著なものと

なっている（注1）	（図表2）。

　19年10月には、消費税率が8％から10％へ

引き上げられる予定であり、影響の程度が1

つの注目材料となっている（2．にて概説）。

2

3

4

5

6

7
（％）

（年度）
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

図表1　名目GDPに占める住宅投資の割合

（備考）内閣府資料より作成

（注）1	．消費税が導入された89年度にはさほど影響がみられなかったが、90年の「経済白書」ではこの要因として、①当年度の後
半に金利先高感による駆込み需要がみられたこと、②一般には住宅建設にとって阻害要因と考えられている地価上昇が、こ
の時期は逆に住宅投資促進要因として作用したこと、などを挙げている。
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（2 ）住宅関連産業は多岐にわたり、地域経

済へのインパクトも大きい

　当然ながら、住宅を建築する際には、様々

な資材（木材、セメント、鋼材など）が必要

となる。また、完成した住宅への入居に合わ

せ、家電や家具などを新たに買い換えるケー

スも多かろう（注2）。国土交通省はこれらの点

を踏まえ、産業連関表を用いて「10万戸の

住宅需要が発生した場合」の経済波及効果を

試算している（図表3）。

（億円、千人）

1次的経済効果（①）
（10万戸の住宅投資
1兆6,770億円）

2次的経済効果（②）
（入居に伴う消費支出

1,098億円）

合計
（①＋②1兆7,868億円）

生産誘発額 就業誘発数 生産誘発額 就業誘発数 生産誘発額 就業誘発数
木 材・ 木 製 品 1,417.6 11.2 51.9 0.6 1,469.5 11.8
窯 業・ 土 石 製 品 832.4 4.0 56.9 0.3 889.3 4.3
鉄 鋼 1,773.0 1.3 70.5 0.1 1,843.5 1.4
非鉄金属・金属製品 1,426.6 8.6 53.4 0.3 1,480.0 8.9
化学製品・機械・機器 819.9 2.0 557.0 1.3 1,376.9 3.3
そ の 他 の 財 1,530.1 11.2 143.7 1.0 1,673.9 12.2
建 設 16,923.9 202.9 15.0 0.2 16,928.9 203.1
商 業 ・ 運 輸 3,304.4 33.7 623.6 7.2 3,927.9 40.9
そ の 他のサービス 4,719.3 31.6 306.0 1.9 5,025.3 33.5
合 計 32,747.1 306.5 1,877.9 12.8 34,625.0 319.3

図表3　10万戸の新設住宅の建設がもたらす経済効果

（備考	）15年度に10万戸の住宅需要が発生することを前提に、11年「建設部門分析用産業連関表」を用いて試算している。
国土交通省資料より作成
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住宅投資
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経済成長率

（％）

（年度）

89年4月
消費税導入
（3％）

97年4月
消費増税

（3％→5％）

14年4月
消費増税

（5％→8％）

図表2　住宅投資、個人消費、経済成長率の前年度比の推移（実質ベース）

（備考）内閣府資料より作成

（注）2	．住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（14年度）」（15年8月公表）によれば、住宅完成後の入居に伴う耐久消
費財等（門・塀の工事、引越し費用を含む）への消費支出は、持ち家で197.6万円、貸家および給与住宅で32.3万円、分譲住
宅で94.3万円となっている。国土交通省が経済波及効果を試算する際には、1戸あたりの平均消費支出額（109.8万円）を2次
的波及効果の前提数値に用いている。
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　住宅建築がなされた場合には、前提される

建設投資額（1兆6,770億円）の1.95倍に当た

る3兆2,747億円の生産活動が誘発されるとし

ている（1次的経済効果）。また、耐久消費

財の買い換えなど、完成した住宅への入居時

にみられる消費行動がなされた場合には、前

提される支出額（1,098億円）の1.71倍に当

たる1,878億円の生産活動が促されるものと

している（2次的経済効果）。

　1次的経済効果、2次的経済効果を合わせ

た生産誘発額は3兆4,265億円、就業誘発数

（生産に必要な人員数）は32万人弱に達する

計算となるが、建設業にとどまらず、製造

業、商業、運輸業、サービス業など、多様な

産業に恩恵が及ぶ試算結果となっている。こ

れら業種に該当する企業のなかには、地元に

根ざした経営を実践しているケースも多いと

みられ、住宅建設の動きが地域経済にもたら

すインパクトは大きいといえよう。

2．当面の住宅投資の見通し

　2．では、住宅関連データの最近の動きを

振り返るとともに、2019年10月に消費税率

が引き上げられることを前提に、当面の住宅

投資の先行きを展望する。

　あらかじめ結論めいたことを述べれば、住

宅投資をけん引する材料に乏しい状況が続く

とみられ、基調としては弱含みでの推移が見

込まれる。また、消費増税前後の住宅需要の

振れ幅は、過去の増税時に比べ小幅になる可

能性が高い。

（1）住宅関連データの最近の動き

　実質住宅投資（GDPベース）は、消費増

税（14年4月、5％→8％）の反動を受け、14年

度の上半期に大きく減少したが、その後は増

加基調に転じた。ただ、17年7〜9月以降、4

期連続で前期比マイナスが続いた（図表4）。

　その一方で、新設住宅着工（実質住宅投資

の先行指標に位置づけられる）を戸数ベース

でみると、17年後半から減少が続いていた

が、4〜6月には前期比8.5％増加し、4期ぶり

にプラスに転じている。7〜9月は1.6％減と

再びマイナスに転じたものの、底打ち感もみ

られる（図表5）。

　ちなみに、内閣府は月例経済報告におい

て、住宅建設に対する現状認識を17年12月

以降「弱含んでいる」としていたが、最近の

状況を踏まえ、7月に「おおむね横ばいと

なっている」へと上方修正している。

　以下、新設住宅着工戸数の最近までの動き

を、利用目的別に概観する（図表6）。

　ここ数年の住宅投資の動きは、着工戸数の

△10
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△2
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13 14 15 16 17 18

（％）

（年）

図表4　実質住宅投資の前期比の推移

（備考）内閣府資料より作成
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4割強を占める貸家の建設動向を少なからず

反映している。15年1月に相続税法が改正さ

れ、基礎控除額が引き下げられて（課税対象

者が増加して）以降、節税を目的としたア

パート関連の投資が相次いだことから堅調に

推移していたが、17年後半からは、関連の

投資がピークアウトしたとみられるなか、金

融機関による「個人の貸家業」に対する貸出

抑制の動きが広がったこと（注3）が押下げ要	

因となった（図表7）。18年度に入り、貸家

建設には回復の兆しもみえつつあるが、供給

過剰に伴う空室率の高まりを懸念する声も根

強い（注4）。

　貸家以外に目を向けると、持家は、年率

30万戸弱の横ばい圏で推移している。分譲

は、資材価格、人件費等の上昇に伴って販売

価格引上げの動きが広がったことを反映し、

首都圏でマンション在庫戸数が高止まってい

ること（図表8）が懸念視されている。18年

4〜6月に急増したものの、国土交通省はそ

の要因を「各社の着工のタイミングが一致し

たため」とし、一時的な動きと分析している。

85

90

95

100

105

13 14 15 16 17 18

（万戸）

（年）

図表5　新設住宅着工戸数の推移（総数）

（備考）季節調整済年率。国土交通省資料より作成

（注）3	．金融庁は金融行政方針（16年10月）で「不動産向け与信（アパートローンを含む）等を増加させる動きがみられる。こう
した与信集中リスクが、経済・市場環境が変化した際に金融機関の健全性に与える影響について検証する」との見解を示し
た。日本銀行も日銀考査の実施方針（17年3月）に「不動産関連貸出については、幅広くリスクの所在と管理体制を点検す
る」と明記した。当局等による監視強化の対応が、金融機関の融資行動に影響を与えた面がある。
4	．日銀が18年7月に公表した「地域経済報告（さくらレポート）」に掲載されている“企業等の主な声”をみると、貸家の過剰
感を懸念する声が散見される。具体的には「貸家需給が悪化し始めたことを背景に、金融機関の与信審査がより厳格化した
印象（北海道）」「貸家は新築でも以前より低めの家賃設定とする物件がみられるほか、築古物件の空室率が上昇するなど供
給過剰感がある（中国）」などである。
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分譲

持家
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図表6 　利用目的別にみた新設住宅着工戸数
の推移

（備考）季節調整済年率。国土交通省資料より作成

△25
△20
△15
△10
△5
0
5
10
15
20
25
30

11 12 13 14 15 16 17 18

（％）

（年）

図表7 　個人による貸家業への貸出状況 
（新規貸出額の前年比）

（備考）1．国内銀行、信用金庫、その他金融機関の合計
2．日本銀行資料より作成
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（2）当面の見通し

　18年度に入ってから、新設住宅着工には

底打ち感もみられる。ただ、当面の先行きを

考慮した場合、住宅投資をけん引する材料が

特段見当たらないのも事実である。また、前

述のとおり、貸家における空室率の高まり、

分譲マンションにおける在庫の積み上がりと

いった押下げ要因も存在することから、しば

らくの間、弱含みで推移する公算が大きい。

　もっとも、19年10月からの消費増税（8％

→10％）を前提にすれば、過去の局面と同

様、持家、分譲住宅などで、徐々に駆込み需

要が現われてくると考えられる。今回も経過

措置（注5）が適用されることから、住宅着工が

ピークに達するのは、18年度末から19年度

初め頃になると想定される（図表9）。

　なお、今回の「駆込み需要とその反動」に

ついては、①前回の消費増税から期間が短い

こと、②税率の引上げ幅が2ポイントにとど

まること、などから、過去に比べ小幅になる

と考えられる（注6）。当研究所では、実質住宅

投資の前年比を、18年度4.0％減、19年度1.9％

増と予測している（注7）。
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図表8 　マンション在庫戸数の推移 
（首都圏、近畿圏）

（備考）不動産経済研究所資料より作成

＜97年4月（3％→5％）＞　　　 　　
（％）

 ＜14年4月（5％→8％）＞
（％）

総計 持家 貸家 分譲住宅 総計 持家 貸家 分譲住宅
95年1Q △	 1.7 △	 1.6 △	 3.8 △	 2.5 12年1Q 9.7 5.0 18.8 3.8

2Q △	 6.0 △	 8.3 △	 1.8 △	 4.0 2Q 1.6 0.2 2.8 △	 1.0
3Q 0.9 2.0 2.5 △	 7.8 3Q △	 1.3 3.2 △	 2.7 1.8
4Q 7.7 12.8 6.1 5.7 4Q 4.6 1.0 7.3 4.0

96年1Q 2.1 4.2 2.4 △	 3.5 13年1Q 0.4 2.8 △	 3.3 0.2

経過措置の期限
（9月末）

2Q 1.9 2.7 2.9 1.1 2Q 7.4 7.5 8.9 5.2
3Q 5.9 7.6 0.8 7.6 3Q 0.9 0.8 2.3 2.3
4Q 0.3 △	 0.6 6.3 △	 3.8 4Q 4.2 7.2 7.9 △	 7.2

税率引上げ
（4月から）

97年1Q △	11.2 △	14.3 △	13.6 △	 2.6 14年1Q △	 8.3 △	16.2 △	 0.2 △	 6.9
2Q △	 5.1 △	13.2 △	 4.3 10.7 2Q △	 6.9 △	11.1 △	 5.0 △	 6.4
3Q △	 8.1 △	13.5 △	 4.7 △	11.5 3Q △	 2.6 △	 4.2 △	 8.0 10.0
4Q 0.3 1.0 △	 1.2 4.0 4Q 4.3 1.2 7.3 0.0

図表9　過去の消費増税の局面における新設住宅着工戸数の動き（利用目的別）

（備考）国土交通省資料より作成

（注）5	．消費税率が引き上げられる半年前までに請負契約を締結すれば、旧税率が適用される措置。19年10月1日からの消費増税
を前提した場合、19年3月までに契約すれば、引渡しが10月1日以降となっても8％の税率が適用されることとなる。
6	．例えば日銀は、18年4月に公表した「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」で、消費増税に伴う家計のネット負担額
（消費税率引上げに伴う負担増、減税措置による負担減などを加味したもの）について、97年度の増税時が8.5兆円、14年度
の増税時が8.0兆円であったのに対し、今回は2.2兆円にとどまると試算している。
7	．詳細については、信金中金地域・中小企業研究所が18年11月に公表した「経済見通し（No.30-3）」を参照願いたい。
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　政府が6月15日に閣議決定した18年の「経

済財政運営と改革の基本方針（骨太の方

針）」をみると、消費税率引上げの必要性を

指摘する一方で、自動車、住宅などの購入に

関し「需要変動を平準化するため、税制・予

算による十分な対策を具体的に検討する」と

明記されており、消費増税が景気のかく乱要

因とならないよう配慮するスタンスが示され

ている。

　関連の施策は、18年中にまとめられる予

定であるが、住宅ローン減税など、現行の対

策の拡充・期限延長が焦点となる見通しで、

今後の動きが注目される（図表10）。

3 ．将来的に住宅市場に影響を及ぼす
要因〜需要・供給の両面から〜

　3．では、中長期的な将来における住宅市場

の姿を探るべく、需要サイド（住宅購入層を

中心とした世帯の動き）、供給サイド（既存の

住宅ストックの状況）の両面から、先行き変

化をもたらし得る構造的な動きを概観する。

（1 ）需要面〜「住宅の一次取得層」に位置

づけられる世帯は減少が続く見通し

　国土交通省「住宅市場動向調査（平成29

年度）」にて、住宅を初めて取得した世帯に

おける世帯主（一次取得者）の年齢を階層別

にみると、30歳代、40歳代が多く、両者を

合計した割合は、住宅の種類を問わず6割を

超えている（図表11）。

　この点を踏まえ、国立社会保障・人口問題

研究所「日本の世帯数の将来推計」により、

世帯主が30〜40歳代の一般世帯数（注8）の先行

き予測をみると、核家族世帯を中心に減少が

避けられない見通しとなっている。2015年

から40年にかけての減少率は26.9％と計算さ

れ、一般世帯全体の減少率（4.8％）を大き

く上回っている。その一方で、高齢者（65

歳以上）を世帯主とする一般世帯数は、高齢

化の進行を反映し、増加基調で推移すると予

測されている。40年には2,242万世帯に達し、

15年を16.9％上回ると計算される。世帯の種

類別にみると、核家族世帯がおおむね横ばい

1．住宅ローン減税（21年12月の入居まで適用）
・年末の住宅ローン残高の1％を所得税から10年間控除する制度
・控除対象となる借入限度額は4,000万円（長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5,000万円）

2．すまい給付金（21年12月の入居まで適用）
・住宅ローン減税の効果が限定される（所得が比較的少ないなどの理由で）場合に、所得に応じ給付金を支給する
制度

・消費税率が8％の時は最大30万円（収入額の目安510万円以下）、10％の時は最大50万円（同775万円以下）

3．住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置（21年末まで適用）
・親などから住宅建築、購入のため資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度
・消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した場合、非課税枠は最大で1,200万円、19年4月〜20年3月に契約を行
い、かつ消費税率10％の適用を受けて住宅を取得した場合、非課税枠は最大で3,000万円

図表10　現行の住宅対策の概要

（備考）国土交通省資料などを基に作成

（注）8	．全世帯から施設等の世帯（寮や寄宿舎に住む学生や生徒、病院および療養所の入院者など）を除いたもの。
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で推移する一方、単独世帯は増加の一途をた

どると見込まれている（図表12）。

（2 ）供給面〜住宅ストック過多の流れが続

くなか、空き家数の増加が懸念される

　総務省「住宅・土地統計調査」によれば、

すでに68年に総住宅数が総世帯数を上回っ

ているが、その後、両者の差は徐々に広がっ

ている。最新の13年調査によれば、住宅総数

は6,063万戸に達しており、総世帯数（5,245

万世帯）を16％程度上回っている（図表13）。

　住宅ストックの過剰感の強まりに足取りを

合わせ、空き家の数が増加しており、13年

時点で820万戸に達している（図表14）。内

訳をみると、賃貸・売却用の住宅が429万戸

と過半数を占めるが、金銭・税制上の事情な

どから放置せざるを得ない状態に陥っている

住宅を含む「その他の住宅」も318万戸を数

える。なお、空き家率（総住宅数に占める空

き家の割合）は上昇傾向にあり、13年調査
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図表11　世帯主の年齢別にみた住宅一次取得者の内訳

（備考）注文住宅は建て替えを除く。国土交通省資料より作成
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15年からの減少率
26.9％
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その他
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一般世帯
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15年からの増加率
16.9％

図表12　一般世帯数の推移、将来推計
＜世帯主が30歳代〜40歳代＞ ＜世帯主が65歳以上＞

（備考）1	．国立社会保障・人口問題研究所は、国勢調査で世帯主の年齢・家族類型が“不詳”とされた世帯の数を各階層に按
分したうえで将来推計を行っている。このため、15年の実績値と推計値には若干のかい離が生じる。
2．その他には「核家族以外の世帯（3世代世帯など）」「非親族を含む世帯」が該当する。
3．総務省、国立社会保障・人口問題研究所資料より作成
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時点では13.5％（別荘などの二次的住宅を除

くベースでは12.8％）に達している。

　公表時期はやや古いが、国土交通省が11

年2月にとりまとめた「『国土の長期展望』

中間取りまとめ」では、除却や活用促進が十

分に進まなかった場合（注9）、2050年には、二

次的住宅を除くベースの空き家数が1,500万

戸を超えるとの試算がなされている。マスメ

ディアにより、各地において空き家問題が報

じられることも多くなっている状況下、総務

省は、今年の10月1日を期日とする「住宅・

土地統計調査」において、調査内容を充実化

する意向を示している（注10）。

（注）9	．既存の住宅の滅失（取壊し、焼失・倒壊などにより、社会通念上建物といえない状態になること）分の2割程度が空き家と
して累積することを前提
10	．総務省統計局「統計調査ニュースNo.377」にて、空き家の所有状況に加え、耐震性や省エネルギー性といった質的な側
面などについて詳しく調査する意向であることが示されている。

0.9

1.0

1.1

1.2

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

58 63 68 73 78 83 88 93 98 03 08 13

住宅総数（左目盛）
総世帯数（左目盛）

（万戸・万世帯）

（年）

１世帯当たり住宅数
（右目盛）

（戸）

図表13　一般世帯数の推移、将来推計

（備考）総務省資料より作成
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300
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900

83 88 93 98 03 08 13

その他の住宅
賃貸用・売却用の住宅
二次的住宅

空き家率
二次的住宅を除く

（万戸） （％）

（年）

転勤・入院などのた
め居住世帯が長期
にわたって不在の住
宅や、建て替えなど
のために取り壊すこ
とになっている住宅
など（空き家の区分
の判断が困難な住
宅を含む）

図表14　空き家の状況
＜空き家数、空き家率の推移＞ ＜住宅・土地統計調査における住宅の分類＞

（備考）総務省資料より作成
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（3）小括

　ここまで概観した構造的な動きを踏まえれ

ば、住宅市場では中長期的な将来に向け、大

きく2つの流れが進行していくとみられる。

1点目は、一次取得層に該当する世帯の減少

が見込まれることから、新設住宅に対する需

要の減少が不可避であるということであり、

2点目は、住宅ストックの過剰感の強まりや、

空き家の増加が懸念される状況のもと「現存

する住宅をいかに有効活用するか」といった

観点がより重視され得るということである。

　1点目の流れに関連し、内閣府が実施した

世論調査の結果をみると、新築住宅（一戸建

てまたはマンション）の購入を希望するとの

回答割合は7割を超えている（図表15）。国

土交通省は、「新築住宅の供給促進は、耐震

化の観点からも重要」との見解を示している

ものの、世帯の先行き見通しを踏まえれば、

先細りは避けられないであろう（注11）。

　一方、2点目の流れに関連するデータとし

て、日本の既存（中古）住宅の流通シェアを

みてみると、欧米先進国を大きく下回ってい

る（図表16）。図表15から読み取れるよう

に、国民の“新築信仰”は根強いとみられ、こ

のことが既存住宅市場の拡大を抑制する要因

となっている可能性があろう。

　また、既存住宅の質の確保・向上に直結す

るリフォームに係るデータをみると、市場規

模は、09年をボトムに拡大傾向をたどって

きたが、ここ数年は伸び悩んでおり、足元で

は6.8兆円程度となっている（図表17）。

（千戸、％）
新設住宅

着工戸数（①）
既存住宅

取引戸数（②）
既存

／新設＋既存
日本

（13年） 980 169 14.7

米国
（14年） 1,003 4,940 83.1

英国
（13年） 160 1,074 87.0

フランス
（13年） 332 719 68.4

図表16　既存（中古）住宅の流通シェア

（備考）国土交通省資料より作成
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増築・改築工事費 設備等の修繕維持費 市場規模

（兆円）

（年）

図表17　リフォーム市場の推移

（備考	）（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資
料より作成

63.063.0 6.16.1

3.8

14.214.2

3.0

新築の一戸建て 新築のマンション 中古の一戸建て
中古のマンション いずれでもよい その他

10.010.0

図表15 　「購入するなら、どのような住宅が
よいか」に対する回答割合（内閣府モ
ニター調査）

（備考	）1．調査時期は15年10月
2	．調査対象は20歳以上の日本人で有効回答数は
1,736人
3．内閣府資料より作成

（注）11	．民間の調査機関のなかには、将来的に年間の新設住宅着工戸数が60万戸台に減少すると見込むところもある（17年度実
績は94.6万戸）。
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4 ．「住生活基本計画」の概要と、既存
住宅および空き家に係る施策の内容

　前述の図表16、17は、現時点で道半ばで

あることを表しているが、3．で概観した構

造的な動きを踏まえれば、今後の住宅市場

は、既存住宅の流通市場、リフォームビジネ

スの拡大に軸足が置かれたものへ変化してい

くと想定される。政府はこうした動きを後押

しする意向で、今後の住宅政策の方向性につ

いてまとめた「住生活基本計画」において、

注力する対応（基本的な施策）、数値目標

（成果指標）などを示している。

　「住生活基本計画」は、総合的な見地から

まとめられたものであり、記述がなされてい

る分野も多岐にわたるが、本稿では、既存住

宅の活性化、空き家問題の軽減化に絞る形

で、どのような方向付けがなされているか概

観する。また、紙幅の都合上、対策の詳細な

中身については、政府など関係機関の公表資

料に譲りたい。

（1）「住生活基本計画」の概要

　「住生活基本計画」は、2006年6月に施行

された住生活基本法（注12）に基づき、住宅政策

の目標、基本的な施策、成果指標等を定めた

もので、16年3月に、16年度〜25年度を期間

とする最新版が閣議決定されている。最新版

では、8つの目標（図表18）が掲げられてい

るが、目指す方向性を平明に示す観点から、

「居住者」「住宅ストック」「産業・地域」の3

つの視点に区分する形でまとめられている。

（2）既存住宅市場の活性化に係る施策等

　関連の記述は、目標4（住宅すごろくを超

える新たな住宅循環システムの構築）および

5（建替えやリフォームによる安全で質の高

い住宅ストックへの更新）でなされている。

総じてみれば、既存の住宅ストックを重視す

る流れを強め、新築に過度に依存しない状況

を現出することを目指す内容となっている。

　イ．目標4における記述

　目標4でいうところの“住宅すごろく”と

（注）12	．住生活に関する国、自治体の施策の方向性を決定付けるもので、基本理念は、①現在および将来の住生活の基盤となる良質な
住宅の供給等、②住民が誇りと愛着を持つことの出来る良好な居住環境の形成、③民間活力、既存ストックを活用する市場の
整備と消費者利益の保護、④低額所得者、高齢者、子育て家庭等の居住の安定の確保となっている。住生活基本法が施行される
前は、住生活計画法に基づき、「住宅建設5箇年計画」が制定されていたが、住宅の供給に軸足を置いた内容となっていた。

①居住者からの視点

目標1
結婚・出産を
希望する若年
世帯・子育て
世帯が安心し
て暮らせる住
生活の実現

目標2
高齢者が自
立して暮らす
ことができる
住生活の実現

目標3
住宅の確保
に特に配慮を
要する者の居
住の安定の
確保

②住宅ストックからの視点

目標4
住宅すごろく
を超える新た
な住宅循環シ
ステムの構築

目標5
建替えやリ
フォームによ
る安全で質の
高い住宅ス
トックへの更新

目標6
急増する空き
家の活用・除
却の推進

③産業・地域からの視点

目標7
強い経済の
実現に貢献す
る住生活産業
の成長

目標8
住宅地の魅力
の維持・向上

図表18　最新の「住生活基本計画」における8つの目標

（備考）国土交通省資料より作成
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は、「賃貸住宅（振り出し）→集合住宅の

持家→郊外の庭付き一戸建て（あがり）」

といった、日本でみられる典型的な住まい

の変遷を指すが、「住生活基本計画」では、

新たな住宅循環システム（図表19）の構

築を推し進め、ライフスタイル、家族構

成、健康状態などの変化に応じ、フレキシ

ブルに住み替えができる環境を整える意向

が示されている。

　なお、住替えを促進するためには、①保

有する住宅の売却資金が次の住宅を購入す

る原資となるか、②既存住宅を購入する際

に生じる品質などへの不安感が解消される

か、などがポイントとなる。この点を踏ま

え、既存住宅の資産価値の形成、品質に対

する信頼感・安心感の醸成に資するべく、

“建物状況調査（インスペクション）の本

格的な普及（注13）”が基本的な施策の1つに挙

げられている。

　このほか、“既存住宅の価値向上を反映

した評価方法の普及・定着”も基本的な施

策に掲げられているが、これに関連し、政

府は16年3月に「中古建て住宅に係る建物

評価の改善に向けた指針」を策定・公表し

ている。既存建物の評価に係る目安となる

ものであり、「適切な内外装・設備の補修

等（リフォーム）を行えば、基礎・躯体の

機能が失われていない限り、住宅の使用価

値は何度でも回復・向上するという原則が

置かれるべき」との記述がなされているこ

とが特徴の1つとなっている。

　前述のとおり、日本における既存住宅の

流通シェアは欧米の先進国を大きく下回っ

ているが、「住生活基本計画」では、当該

シェアを25年に25％まで高めることが成

果指標とされている。

　ロ．目標5における記述

　目標5では、「建替え」「リフォーム」が

キーワードとして示されているが、政府は

住宅ストックの実態を踏まえながら、対応

を進める方針を示している。

　具体的なデータを示しつつ概説すると、

13年時点で存在する住宅総数6,063万戸の

うち、人が居住しているものは約5,210万

戸を数える。国土交通省はこのなかで、①

80年以前に建築された住宅のうち約900万

戸には耐震性がなく、②80年以降に建築

された住宅のうち約2,200万戸はバリアフ

リー・省エネの要件いずれも満たしていな

良質で魅力ある既存住宅

「資産としての住宅」

高齢期に住宅を現金化可能に
⇒高齢者の住み替え等の促進

リフォーム投資の拡大
住宅ストックの質の向上

図表19　新たな住宅循環システムのイメージ

（備考）国土交通省資料を基に作成

（注）13	．インスペクションとは、専門スキルを有する者が、建物の基礎や外壁など、部位ごとに生じている不具合事象の状況を目視、
計測等により調査するもの。宅地建物取引業法の一部改正に伴い、18年4月からは、既存住宅の売買に際して、既存住宅調査に
関する説明が義務付けられている。また、当該調査は、登録機関による「既存住宅状況調査技術者講習」（17年2月に創設）を修
了した建築士にのみ実施を認めることとしている。
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いと推計しており、①については建替え

を、②に関してはリフォームによる性能向

上を目指す方針である（図表20）。

　また、集合住宅という特性上、居住者の

総意を取り付けることが困難な面のあるマ

ンションについて、住民の合意に係る要件

緩和策（注14）のさらなる活用を促し、建替え、

改修を推し進めていく方針を示している。

　一連の施策を講じることにより、リ

フォームの市場規模を25年には25兆円へ、

マンションの建て替え等の件数（75年か

らの累計ベース）を14年の約250件から25

年には約500件へ、それぞれ拡大すると

いった成果指標を示している。

（3）空き家問題の軽減化に係る施策等

　関連が深いのは目標6（急増する空き家の

活用・除却の推進）である。最新の「住生活

基本計画」で空き家に係る目標が初めて示さ

れるに至っており、政府が重視していること

がうかがえる。基本的な施策を概観すると、

大きく「再度、住宅として流通する」「他の

用途に転換する」「解体、撤去する」の3タ

イプに区分される（図表21）。

　3タイプのうち、「解体、撤去」に関連す

る動きとして、17年5月に「空家等対策の推

進に関する特別措置法」が施行された。これ

までは、各地方公共団体が条例に基づき、空

き家の所有者に対し折衝等を行ってきたが、

同法施行に伴い、国の統一的なルールが規定

されたこととなる。

　図表22は、同法に基づき、地方公共団体

がとる対応の一連のプロセスを示したもので

ある。空き家を適正に管理しない所有者に対

し、行政指導、命令、代執行が行えるように

するものであり、空き家が放置された状態を

（注）14	．関連の対応として、①マンション敷地売却制度（14年に創設。特定行政庁から耐震不足の認定を取得すれば、マンショ
ンの土地、建物の売却決議基準を区分所有者の「全員合意」から「5分の4の合意」に緩和）の活用、②団地型マンション
の円滑な建替えを促進するための仕組みの構築（16年の都市再開発法改正により、団地を建て替えるために必要となる要
件を区分所有者の「8割以上」の合意から「3分の2以上」に緩和）、などが挙げられる。

バリアフリー・省エネをいずれも満たす（約200万戸）

どちらかを満たす
（約1,300万戸）

いずれも満たさないいずれも満たさない
（約2,200万戸）（約2,200万戸）

空き家など空き家など
（約850万戸）（約850万戸）

80 年以前に建築
（約 1,500万戸）

うち、
戸建て・長屋の 3/4、
共同住宅の 1/4が
耐震性なし

（約 900 万戸）

リフォーム等による
性能の向上

建替え等に
よる対応

住宅ストック総数（約6,063万戸）
人が居住している住宅ストック総数（約5,210万戸）

図表20　住宅ストックの内訳

（備考）国土交通省資料を基に作成
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極力なくすことを目指す内容となっている。

　国土交通省は、市町村による「空家等対策

計画（注15）」の策定状況を定期的に公表してい

る。18年3月末時点では、全国1,741市町村の

うち、774の市町村（44.5％）がすでに策定

済みで、753の市町村（43.3％）が策定予定

となっている。また、13年時点で318万戸を

数える空き家のうち「その他住宅」の増加

を、25年に400万戸程度に抑えるとの成果指

標が示されている。

5．まとめ〜信用金庫への視座

　日銀の統計によれば、信用金庫の個人向け

貸出（住宅資金）の残高は増加傾向をたどっ

ており、2018年9月末時点で16兆8,982億円

となっている。また、貸出残高全体に占める

ウエイトも4分の1弱に達している（図表23）。

　住宅ローンの特徴、すなわち、①貸し倒れ

（注）15	．「空家等対策の推進に関する特別措置法」における国の基本計画に即した形で策定されたものであり、対象とする地区お
よび空き家等の種類、計画期間、除却した跡地の活用促進などについて必要な事項を定めるものとされている。計画の作成
は必須ではないものの、「施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（15年2月26日）」では、効果的かつ効率
的な推進のために、作成が望ましいとされている。

空き家の調査 管理不全な空き家に関し、①敷地内への立ち入り調査、②住民票や戸籍等
の個人情報の利用などによる所有者の情報の取得が容易に

↓

特定空き家に指定

以下の状態にある空き家等が該当する	
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある	
②著しく衛生上有害となるおそれがある	
③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている	
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

↓
助言・指導
↓

勧告 勧告後も保全措置をとらない場合、居住用建物のある土地に対する課税上
の優遇措置が適用されなくなる

↓
命令 命令後所有者が状態の改善を図らない場合、50万円以下の罰金が科される
↓

行政代執行 市町村長が行政代執行法に基づき、自ら特定空き家等を取り壊せる（費用
については原則、所有者に請求される）

図表22　「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく市町村の対応のプロセス

（備考）国土交通省資料を基に作成

1．再度、住宅として流通する ・空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築
・空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進
・定期借家制度などの多様な賃貸借方式を利用した既存住宅活用促進

2．他の用途に転換する ・古民家等の再生・他用途活用
・介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設などの他用途転換の促進

3．解体、撤去する ・	生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家法などを活用した計画的な
解体、撤去を促進

4．その他（全般） ・利活用の相談体制や、所有者等の情報の収集・開示方法の充実

（備考）国土交通省資料より作成

図表21　最新の「住生活基本計画」の目標6で示された基本的な施策



18	 信金中金月報　2019.1

によるコスト発生のリスクは総じて低く、安

定的な収益源となること、②契約締結を足掛

かりに、給与振込口座などの基盤取引やクレ

ジットカードおよびカードローンの契約な

ど、複合取引（クロスセル）を推し進められ

る余地があること、などを勘案すれば、主力

商品の1つに位置づけられる状況は、今後も

続くと考えられる。

　住宅市場の先行きに目を転じると、新設着

工の先細りは避けられないと予想されるもの

の、既存住宅取引、リフォーム関連の市場

は、徐々に拡大していく可能性があろう。

　国土交通省「住生活総合調査」にて、住居

の住み替え・改善に係る意向を尋ねた結果を

みると、持ち家を保有するケースが多いこと

を反映し、高齢の世帯ほどリフォームを選好

する割合が高くなっている（図表24）。先行

き、高齢世帯数の増加が見込まれていること

95 00 05 10 15
10

15

20

25

5

10

15

20
個人向け貸出金
（住宅資金）（左目盛）
貸出全体に占める
ウエイト（右目盛）

（％）（兆円）

（年）

図表23　信用金庫の貸出残高の推移

（備考）四半期末。日本銀行資料より作成

（％）

住み替え 建て替え リフォーム 考えていない外 持ち家世帯の割合

30歳未満 43.7 0.2 0.9 55.2 7.8

30〜39歳 28.5 0.6 2.4 68.5 38.6

40〜49歳 15.1 0.6 5.1 79.2 59.2

50〜54歳 7.7 0.6 8.1 83.6 68.8

55〜59歳 7.9 1.5 10.3 80.3 73.9

60〜64歳 6.0 1.2 10.7 82.1 77.5

65〜74歳 3.6 1.0 8.1 87.3 79.9

75歳以上 2.8 0.7 5.9 90.6 81.5

図表24 　住宅の住み替え、改善に対する意向（家計主の年齢階層別）

（備考）調査時点は13年。国土交通省資料より作成
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を考慮すれば、潜在的なニーズは大きいとい

えよう。

　ちなみに、「住生活基本計画」では、各種

施策を推し進めるために必要な措置の1つと

して、住宅金融市場の整備（多様な住宅ロー

ンが安定的に供給されること）を挙げてい

る。信用金庫はすでに、商品ラインナップの

充実化を実現しているが、今後、住宅市場が

変化するのに伴い、若年層以外の世帯、ある

いは新築以外の住宅投資についての相談・申

込みが増えることも想定される。多様化する

ニーズに迅速に応えるべく、営業店職員を主

たる対象に、①自金庫商品に係る知識の一段

の向上、②当意即妙な商品提案を行うための

スキル向上、などを図ることが引き続いての

重要なテーマとなろう。

　また、空き家問題の軽減化は困難を伴う

テーマといえようが、地方公共団体は“有力

な地域構成員”である信用金庫に対し、大き

な期待を寄せている。

　前述のとおり「空家等対策計画」を策定済

みの市町村は18年3月末時点で4割を超えて

いるが、市町村が策定した計画を概観する

と、対策の実施・推進のために地域金融機関

と連携を模索しているケースが多くみられ

る。期待される役割については、空き家のリ

フォーム・除却に係る融資制度の周知および

融資の円滑な実行はもちろんのこと、空き家

対策に係る情報提供、相談対応などを挙げる

ケースも散見される。

　ちなみに、国土交通省「空家実態調査」の

結果（図表25）からは、居住者が亡くなる

ことが空き家発生の最大の要因であることを

読み取れる。

　かつて筆者も経験したが、遺族になった場

合、故人が生前に開設・利用していた預金口

座の廃止手続きなどのため、ほぼ確実に金融

機関を訪問することとなる。信用金庫がそう

した顧客の来店の機会をとらえ、今後の対策

について親身に相談に乗ることは、地域にお

ける空き家発生の抑制に草の根ベースで貢献

する行為と言い換えられよう。

　住宅ローンについて、現場からは「市場は

すでに飽和状態」「さらなる残高の積み上げ

は困難」「競合金融機関と限られたパイの奪

い合いに終始している」など、とかくネガ

ティブな声も聞かれがちと推察するところで

あるが、少し視野を広げ、顧客からの借入れ

の要望、各種相談に迅速かつ真摯に対応する

ことは、地域住民の住生活環境の改善・向上

に資するものであり、さらに言えば、信用金

庫が根ざす地域のまちづくりにも貢献する行

為なのだという事実を踏まえ、業務に取り組

んでいくことが肝要ではないだろうか。

死亡 35.2%

別の住宅への転居 27.9%

老人ホーム等の施設への入居 14.0%

転勤、入院などによる長期不在 4.7%

建替え・増改築による一時的な退去 0.6%

無回答 17.6%

（備考）1．調査時期は14年11月〜15年2月
2．国土交通省資料より作成

図表25 　空き家発生の要因
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（キーワード）　�住宅ローン、AI、チャットボット、住宅ローンの窓口業務効率化

（視　点）
　報道等にあるとおり、大手行をはじめとする金融機関において、収益性が低くなっている住
宅ローン業務の効率化を図る動きが出始めている。
　こうしたなか本稿では、住宅ローン業務にAIチャットボットを組み合わせたウェブ事業と店
舗事業等を通じて「家を買いたい人すべてをハッピーにしたい」という熱い想いで“住宅ロー
ンテック”に挑戦する iYell（株）（東京都渋谷区）の事例を紹介する。

（要　旨）
⃝ 三菱UFJ信託銀行（株）が住宅ローンの新規融資をとりやめることを公表し、みずほフィナ

ンシャルグループでは2018年度中に一部の地方で新規の住宅ローン業務から撤退すること
が報道されている。一方、住信SBIネット銀行（株）に代表されるネット銀行では住宅ロー
ンの取扱額を順調に伸ばし、自行の成長のトリガーとしている。この状況を踏まえると、
住宅ローン市場は、単なる金利競争だけではなく、利用者にとっての使い勝手の良さをは
じめとする付加価値が求められるようになっているといえる。

⃝ F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookから「Bots on Messenger」、LINEから「Messaging API」をはじめチャットボッ
トを用いたサービスが公開された2016年は、一部で「チャットボット元年」といわれ、直
近、チャットボットに対する関心は急速に高まっている。

⃝ 金融機関にとって、労働力確保が難しくなりつつあるなか、収益性が低くなっている住宅
ローン業務をテクノロジーで補完することは今後の課題となろう。金融当局がフィンテッ
クを活用したイノベーションに向けたチャレンジを後押しするなか、基幹システムにつな
ぐ必要がなく、かつテクノロジーに加えて専門性の高い実務経験者による業務サポートを
受けることのできるフィンテック企業との連携は、こうした課題の解決策の一つとして有
効ではないだろうか。

調 査

住宅購入希望者の夢をかなえる“住宅ローンテック”への挑戦
−地方圏を中心に地域金融機関との戦略的提携を目指す−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
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1	．はじめに　－効率化が求められる
住宅ローン業務－

　事業性融資が伸び悩むなか、金融機関に

とって、有担保で貸倒れが低い等の理由から

住宅ローンは安定的な収益源と位置づけられ

ている。とりわけ、2016年夏以降、住宅ロー

ン金利は過去最低水準で推移する等、金融機

関による住宅ローン獲得競争は激しさを増し

てきた。しかし、こうした住宅ローンでの過

度な低金利競争は、金融機関の収益性の低下

に直結する面もある。

　こうしたなか最近、三菱UFJ信託銀行（株）

が住宅ローンの新規融資をとりやめることを

公表し（注1）、みずほフィナンシャルグループ

では2018年度中に一部の地方で新規の住宅

ローン業務から撤退することが報道されてい

る（注2）。一方、住信SBIネット銀行（株）に代

表されるネット銀行では住宅ローンの取扱額

を順調に伸ばし（図表1）、自行の成長のト

リガーとしている。この状況を踏まえると、

住宅ローン市場は、単なる金利競争だけでは

なく、利用者にとっての使い勝手の良さをは

じめとする付加価値が求められるようになっ

ているともいえよう。

　このように、既存の金融機関には、住宅

ローン業務の効率化が求められているなか、

本稿では、住宅ローン業務にAIチャット

ボットを組み合わせたウェブ事業と店舗事業

等を通じて「家を買いたい人すべてをハッ

ピーにしたい」という想いで“住宅ローン

テック”に挑戦するi
いえーる

Yell株式会社（東京都渋

谷区）の事例を紹介する。なお、事例を紹介

する前に、次章にて、チャットボットについ

ての解説を加えたい。

（注）1 ．https://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/171208_1.pdf参照
2 ．https://www.asahi.com/articles/ASKC134NMKC1ULFA007.html参照

図表	1　住信SBIネット銀行の住宅ローン取扱額の推移

（備考 ）住信SBIネット銀行（株）のニュースリリース（2018.7.30）「住宅ローン取扱額4兆4,000億円突破のお知らせ」から抜粋
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2	．脚光を浴びつつある「チャット
ボット」

（1	）チャットボットとは

　「チャットボット」は「チャット」と「ボット」

を掛け合わせた言葉である。「チャットボッ

ト」の「チャット」とは、フェイスブックのメッ

センジャーやコミュニケーションアプリLINE

等に代表されるテキストメッセージによる会

話のやりとりのことである。「ボット」は、「ロ

ボット」の略で、人に代わってコミュニケー

ションを自動で行うプログラムである。すな

わち、「チャットボット」とは、「人に代わっ

て自動で会話してくれるプログラム（注3）」とい

える。

　このチャットボット自体は、データベース

からマッチするキーワードを検索して返答す

るだけで自ら言葉を組み立てる能力は持って

いない。あくまで人間が指定したルールどお

りに返答する仕組みであることから、その精

度は人間が準備したデータベースに依存す

る。したがって、「人工無能」といわれるこ

とがある。なお、「AIチャットボット」等と

宣伝されているチャットボットは、AI（人

工知能）のうち自然言語処理技術を組み合わ

せたものであり、入力された言葉を解析し

て、膨大なデータのなかから統計的に最も正

答確率の高いものを回答する。

　日本語対応のチャットボットの起源はわか

らないが、チャットボット自体は新しい技術

ではなく、1966年に、マサチューセッツ工

科大学のジョセフ・ワイゼンバウムが作成し

た「E
イ ラ イ ザ

LIZA」が最初である（注4）。精神科医の

心理療法をまねて、「ELIZA」と患者がテキ

ストベースで会話を進める仕組みがチャット

ボットの原型といわれている。しかし、当時

の自然言語処理技術が未成熟であり、人と会

話しているかのような違和感のないやり取り

を続けることが難しかったことから、チャッ

トボットがビジネスに幅広く活用されるまで

には至らなかったという。

（2	）関心が寄せられる「チャットボット」

　2000年代に入ってから現在まで続いてい

る第三次AIブームにおいては機械学習（注5）が

実用化されるとともに、LINEをはじめとす

るチャットサービスの利用が拡大する等コ

ミュニケーション手段が変わりつつある。こ

うしたなか、チャットボットは、改めて脚光

を浴びつつある。とりわけ、2016年4月に

F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookから「Bots on Messenger」、同年9

月にはLINEから「Messaging API」といっ

たチャットボットを用いたサービスが公開さ

れたことで、チャットボットに対する関心は

急 速 に 高 ま っ た。 そ の た め、2016年 は

「チャットボット元年」と一部でいわれるこ

（注）3 ．（株）野村総合研究所のニュースリリースでは「対話形式のインターフェースにより、人間の代わりにコミュニケーション
を自動で行ってくれるコンピュータプログラム」、バーチャレクス・コンサルティング（株）の情報リリースでは「テキストに
よる会話を自動的に実行するプログラム」と定義されている。

4 ．富士通（株）（2017.11）「AIを活用した金融業向けチャットボットサービス」4頁、日経文庫（2017年）『AI（人工知能）まる
わかり』65頁を参照。

5 ．コンピュータに膨大なデータを学習させ、人間のように音声や画像を認識したり最適な判断を下したりできるようにする
技術のこと。
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ともある。

　（株）野村総合研究所は、2017年3月に公表

したニュースリリース「2021年までのIT

ロ ー ド マ ッ プ を と り ま と め 」 の な か で、

「チャットボット」を大幅な進展が期待され

ている重要技術と位置付けている。そのうえ

で、今後5年間のチャットボット関連技術の

ロードマップを示し（図表2）、「将来的には、

個人専用のチャットボットが生まれ、日常生

活から仕事までをトータルでサポートする

「パーソナルエージェント」へと進化してい

くと予想されます。」と締めくくっている。

　このように、直近、「チャットボット」への

関心が大いに寄せられるなか、AIチャット

ボットは、金融機関の一部業務の負担軽減に

つながることが期待されている。

3	．iYell株式会社による「住宅ローン
の窓口」への挑戦

（1	）会社の概要

　同社は、2016年5月に創業した“住宅ローン

テック”のスタートアップ企業であり（図表3）、

「社員ファースト」を前面に掲げて創業後2

年間で社員数70名規模にまで急成長してい

る。2018年2月には「働きがいのある会社」

ランキング（注6）の小規模部門で16位にランク

インし（図表4）、企業経営では常に「社員の

働きやすさ」が追求されている（注7）。創業以

来、離職率ゼロを維持している（注8）。取材に

応じていただいた窪田光洋代表取締役社長兼

（注）6 ．世界約50か国で展開する世界最大級の意識調査機関Great Place to Work®が公表している。  
（https://hatarakigai.info/ranking/japan/）
7 ．福利厚生でも「日本一福利厚生の厚いベンチャー企業」を目指して、社内交流費負担、全社員懇親会費用負担、トレーニ
ングジム費用負担、フリードリンク設置等、社員が働きやすい環境づくりに常に努めている。

8 ．事業の拡大に合わせて、社員の口コミや紹介等を中心に月平均3名ずつ社員数が増えている。

図表	2　チャットボット関連のロードマップ

（出所 ）野村総合研究所（2017.3.9）ニュースリリース（https://www.nri.com/jp/news/2017/170309_1.aspx）より引用
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CEOは、「競争力の源泉は組織文化」と言い

切り、常に「社員がいかに楽しく働けるか」

を考え続けている。そして、ベンチャー企業

の良さ（楽しさやチャレンジスピリッツ）と

大企業の良さ（安心感や安定性）をそれぞれ

取り入れることで、「日本一“ちょうど良

い”ベンチャー企業」を目指しているという。

　窪田社長は、2007年にSBIホールディング

スに入社後、SBIモーゲージ（株）に配属さ

れ、主に住宅ローンの債権管理のほか、住宅

ローン商品の組成から販売、審査において第

一線で活躍してきた。こうした高い実績によ

り、2014年には最年少で執行役員に就任し

ている。窪田社長は、この当時の経験を通じ

て抱いた「すばらしい仲間たちと、いつまで

もいっしょに過ごせる会社をつくりたい」と

いう強い想いを消し去ることができず、一念

発起して、同社の起業を決意した。現在、同

社は、窪田社長の前職での経験を活かした事

業をベースに、“住宅ローンテック”ならび

に“社員ファースト”のスタートアップ企業

として存在感を高めている。

（2	）事業の概要

　窪田社長は、「家を買いたいという人すべ

てをハッピーにしたい」という熱い想いか

ら、創業時、住宅購入希望者がスムーズに不

動産会社選びをできるようにするため（注9）、

信頼できる不動産会社を紹介するウェブサイ

ト「いえーるコンシェル」（図表5）を運営し

た。いわゆる、“不動産版食べログ”であり、

全国約6万社の不動産会社を紹介してきた。

しかし、この運営をするなかで、利用者から住

宅ローンの相談等を受ける機会が増えてきた

図表3　iYell株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
メンバー数
事 業 内 容

iYell 株式会社
窪田 光洋
東京都渋谷区
2016年05月
70名
不動産会社紹介サイトの運営、住宅ロー
ンコンサルティング

（備考）1 ．写真（真ん中）は同社の窪田光洋代表取締役社
長兼CEO

2 ．信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

（備考 ）同社提供

図表	4　「働きがいのある会社」で上位ランク
イン

（注）9 ．窪田社長は、住宅購入では不動産物件自体よりも「誰から（どの不動産会社から）買うか」が重要であると考えている。
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ことから、創業1年後あたりから事業の軸足

を住宅ローン相談に移していくことになる。

　同社の大きな事業の柱としてはウェブ事

業、店舗事業、不動産事業者からの受託事業

がある。ウェブ事業で運営している「住宅

ローンの窓口ONLINE」（図表6）は、月間

アクセス数100万 P
ページビュー

V を集め、「住宅ローン

　金利　選び方」等のワード検索で上位にラ

ンクする等、わが国最大級の住宅ローンの比

較専用サイトとなっている。本サイトには、

AIチャットボット（注10）を搭載し、同社マス

コットキャラクター「ちびえる」（図表7）が

（備考 ）同社ホームページより引用

図表	5　不動産会社の口コミサイト「いえーるコンシェル」

（備考 ）同社ホームページより引用

図表	6　「住宅ローンの窓口ONLINE」

（注）10 ．同社が持つ10万件以上に上る利用者情報をもとに、機械学習を応用した独自のシステムにより、専門用語や独特の問合
せ等を自動で解釈して回答できるようにしている。
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24時間365日、住宅ローンの質問に丁寧に分

かりやすく回答するサービスを附帯してい

る。このウェブ経由での住宅ローンの問合せ

件数は、最大で月200件以上に上ることがあ

り、気軽に問合せをしたい潜在的な住宅ロー

ン利用希望者のニーズに応えるサービスと

なっている。このウェブからの潜在顧客の掘

り起こしが、同社サービスの強みとなってい

るといえる。ウェブで対応が難しい利用者へ

の対応では、住宅ローンの“セレクトショッ

プ”として、来店予約での「住宅ローンの窓

口（店舗）」（図表8）も運営している。新規

借入から借換えの相談まで幅広く接客相談を

受け付け、現在、東京都内の渋谷と新橋に2

拠点（注11）を設けている。広く普及している

「ほけんの窓口」の住宅ローン版を目指して

いる。このように、テクノロジーで対応でき

ない相談等についてはアナログ対応をするこ

とで、利用者に満足してもらえるサービス提

供を心がけている。

　また、雑務に追われて販売活動に専念でき

ない、あるいは住宅ローンが否決になったこ

とで受注できない等の課題を抱える不動産事

業者からの相談を受け付ける等、“不動産会

社のファイナンシャルプランナー”の役割も

果たしている。2018年8月現在、全国約200

法人と業務提携をしている。

（注）11 ．各拠点8名ほどの社員で接客対応している。

（備考 ）同社ホームページより引用

図表	8　「住宅ローンの窓口」紹介ホームページ

（備考 ）同社ホームページより引用

図表	7　同社マスコットキャラクター		
「ちびえる」
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　さらに、1年ほどかけて開発したスマホア

プリサービス「いえーるダンドリ」（図表9）

を提供している。「いえーるダンドリ」は、住

宅ローンにかかる煩雑な手続きをすべて解決

できるスマホアプリであり、住宅購入の100

ステップにも及ぶ煩雑な手続きをカレンダー

で“見える化”（スケジュール管理）してい

る。全国の金融機関の住宅ローンに対応でき

る住宅ローンシミュレーターを搭載し、住宅

ローンを巡るチャットでのやり取りを利用

者、金融機関、不動産事業者の3者間で共有

できるコミュニケーションツールとしての

チャット機能（注12）も搭載している。そのほ

か、AIチャットボットを組み合わせたサー

ビスも準備している。AIチャットボットを

活用したコールセンターを設置し、提携金融

機関と情報連携をしながら住宅ローン利用者

からの問合せに応じる（注13）。なお、同社が住

宅ローンに特化した精度の高いAIチャット

ボットを開発できた理由として、上述した

「住宅ローンONLINE」、「住宅ローンの窓口

（店舗）」および不動産事業者からの受託事業

から得られる住宅ローンに関する膨大なやり

取りをデータベース化できていることが挙げ

られる。

　こうした住宅ローンの問合せに対して質の

高い対応をできるようにするため、同社では

人材育成に力を入れている。創業後1年ぐら

いから、社内にプロフェッショナル育成部を

設置し、社員が入社して1か月間は住宅ロー

ンにかかる専門知識のほかロジカルシンキン

グ（論理的思考）やコミュニケーションスキ

ル等の研修を徹底している。こうした中身の

ある研修の成果が利用者に受け入れられ、創

業してからここ2年間の急成長につながって

いるといえよう。

（3	）今後の展望

　同社に寄せられる住宅ローンの問合せが

急増するなかで、「住宅ローンの窓口（店

舗）」やコールセンターの増員が課題の一つ

となっている。今後、月平均2、3人ペース

で採用していくという。また、住宅ローンに

かかる膨大なやり取りのデータがビッグデー

タ化するなかで、同社への住宅ローン相談者

を誘導できる提携金融機関を追加していくこ

とが喫緊の課題となっている。現在、首都圏

を中心に8金融機関と業務提携しているもの

（注）12 ．AIチャットボットとの同時利用もできる。
13 ．AIチャットボットで対応できない問合せについては、オペレーターへ切り替え対応をする。

（備考 ）同社ホームページより引用

図表	9　「いえーるダンドリ」のスマホ画面
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の、住宅ローンの問合せは全国津々浦々から

寄せられるため、とりわけ地方圏の金融機関

との業務提携（注14）を推進しているという。

　同社は、今後とも提携先を広げながら、住

宅購入希望者（住宅ローン利用者）、不動産

事業者、金融機関の3者間をつなぐことで、

利用者が正しく住宅ローンを選べる環境を提

供し、同社の中期ビジョンにある「家を買い

たいすべての人に、最高の住宅ローンを」の

実現に向けて邁進している。

4	．おわりに　－住宅ローン業務の効
率化に向けて－

　チャットボットについては、日本経済新聞

朝刊（2018.8.1）「AI接客、費用1／5に」に

あったとおり、ネット通販などの顧客対応で

活用が進んでいることが報道されている。実

際、チャットボットのビジネスでの応用は広

がっており、例えば、ヤマト運輸LINE公式

アカウント（注15）、（株）リクルートジョブズに

よる「パン田一郎（注16）」、アスクル（株）によ

る「マナミさん（注17）」、イオングループで導

入している「AIさくらさん（注18）」をはじめ、

FAQ（よくある質問）といったカスタマー

サポートやコールセンター等の場面での活用

が主に進んでいる。金融機関においても、人

手不足が顕在化していくなかで「リアル店舗

とネットとの融合」は経営課題の一つであ

る。チャットボットは、現在の技術水準では

すべてに自動化で対応できるまでには至って

いないものの、人手のかかる労働集約的な業

務へのチャットボット活用による業務効率化

は解決策の一つであろう。また、チャット

ボットの導入検討にあたっては、新規取引先

の拡大のためのツールとするのか、既存取引

先へのサービス改善・向上のツールとするの

かといった利用目的をはっきりさせたり、

チャットボットでのやりとりがストレスにな

るケースがあること等を勘案しながら導入す

る適用業務の絞込みをしたりする等、それぞ

れの現場の実態に合った形で業務効率を上げ

ていくことが求められよう。

　また、金融機関にとって、労働力確保が難

しくなりつつあるなか、収益性が低くなって

いる住宅ローン業務をテクノロジーで補完す

ることは今後の課題となろう。金融当局が

フィンテックを活用したイノベーションに向

けたチャレンジを後押しするなか、基幹シス

テムにつなぐ必要がなく、かつ高度なテクノ

ロジーに加えて専門性の高い実務経験者によ

る業務サポートを受けることのできるフィン

テック企業との連携は、こうした課題の解決

策の一つとして有効ではないだろうか。

（注）14 ．提携金融機関は、住宅ローンが実行された場合に同社に報酬を支払う成果報酬型の提携である。
15 ．http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/campaign/renkei/LINE/参照。LINEから荷物の配達状況の確認や再配達の依頼な

どを可能にしたサービス。
16 ．http://line.froma.com/参照。アルバイト・仕事探しの総合サイト「FromA navi」で始めたLINE公式アカウント。
17 ．https://lohaco.jp/support/参照。通販・ネットショッピングサイト「LOHACO（ロハコ）」のお客様サポートのための

チャット形式での問合せ対応システム。
18 ．https://tifana.ai/参照。店舗に設置されたパネルからのタッチでのコミュニケーションで、施設案内やおすすめ情報を受

けることができる。
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（キーワード）　�ペーパーレス会議、生産性向上、コストの削減、情報の共有、議論中心型

の会議体

（視　点）

　信用金庫を取り巻く内外環境が厳しさを増すなか、多くの信用金庫にとって「生産性の向上」

が解決すべき喫緊の経営課題だと考えられる。具体的な向上策の柱が本部業務の見直しであり、

なかでも経営会議等のペーパーレス化に注目が集まる。ペーパーレス会議を導入することで、

紙の資料が減り、印刷代の節約や情報の共有、環境保全につながる。経営会議等のあり方その

ものが見直され、経営陣の意識改革につながったとの意見がある。

　そこで本稿では、平成28年度に湘南信用金庫が開始したペーパーレス会議について取り上げる。

（要　旨）

⃝�コスト削減と営業力強化の両立を実現する生産性の向上が、信用金庫にとって喫緊の経営

課題となっている。

⃝�生産性向上策の柱が本部業務の見直しであり、その一手法としてペーパーレス会議を導入

する信用金庫がみられる。

⃝�ペーパーレス会議の実効性を高めるための留意点は、①ルールの徹底、②情報管理の強化、

③議論中心型の会議体への転換などである。

⃝�本稿では、参考事例として湘南信用金庫を取り上げる。

調 査

信用金庫のペーパーレス会議への取組みについて

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

刀
と ね

禰　和
かずゆき

之
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はじめに

　信用金庫を取り巻く内外環境が厳しさを増

すなか、多くの信用金庫にとって「生産性の

向上」が解決すべき喫緊の経営課題だと考え

られる。具体的な向上策の柱が本部業務の見

直しであり、なかでも経営会議等のペーパー

レス化に注目が集まる。経営会議等をペー

パーレス化することで、紙の資料が減り、印

刷代の節約や情報の共有、環境保全につなが

る。経営会議等のあり方そのものが見直さ

れ、経営陣の意識改革につながったとの意見

がある。

　そこで本稿では、平成28年度に湘南信用

金庫が導入したペーパーレス会議について取

り上げる。

	1．経営会議等のペーパーレス化

　信用金庫を取り巻く内外環境は一段と厳し

さを増しつつある。地域における人口の高齢

化と減少、中小企業の廃業増などに加え、日

本銀行のマイナス金利政策の定着から信用金

庫の収益性は低下傾向にある。

　信用金庫は、収益力を高めるべく融資セー

ルスや手数料ビジネスの強化に注力すると同

時に、経営の合理化によるコスト削減も迫ら

れる状況にある。具体的には、経営の生産性

を高め最小限の経営資源の投入で収益の極大

化を目指す必要がある。

　こうしたなか、営業店事務の本部集中化に

次ぐ生産性向上策として本部業務の見直しに

注目が集まる。すでに地域銀行の間では、本

部組織をスリム化しコストを抑えるだけでな

く、経営資源を営業現場に再配置する動きが

強まっている。

　本部業務の生産性向上の一手法が経営会議

等のペーパーレス化（ペーパーレス会議の導

入）である。大手の地域銀行ではペーパーレ

ス会議が普及しつつあり、また実施した地域

銀行からは「金融機関の紙文化（またはハン

コ文化）を変革する良いスタートラインに

なった。」などの声があがっている。

　なお、信用金庫が経営会議等のペーパーレ

ス化を実現するためには、ペーパーレス会議

システムの導入が現実的と考えられる。そこ

で本稿では、同システムの導入を前提に議論

を進めたい。

2．ペーパーレス会議の概要

（1）定義

　ペーパーレス会議とは、経営会議等で使用

する紙資料を電子ファイル化し、タブレット

端末などで当該資料を閲覧しつつ会議を開催

することである。前述のとおり実施時には

ペーパーレス会議システムの導入が一般的で

ある。また、ペーパーレス会議を発展させた仕

組みに電子稟議や電子決裁との連携がある。

　ペーパーレス会議に似た仕組みにテレビ会

議がある。両会議の違いをあげると、ペー

パーレス会議は電子化した紙資料を使用して

会議を行うもので、対面での会議を前提とす

ることが多い。一方のテレビ会議は物理的に

距離のある参加者が非対面で会議を行うこと

が多く、紙資料の電子化はケース・バイ・
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ケースである。そのため本稿ではテレビ会議

はペーパーレス会議に含まないこととする。

（2）導入目的・メリット

　ペーパーレス会議の直接的な導入目的は、

①コストの削減、②情報の共有、③環境保全

などである。これらに加えて、④会議の質的

向上、⑤紙文化からの転換などが期待される

（図表1）。

　①　コストの削減

　�　ペーパーレス会議を導入する第一の目的

は、コストの削減である。直接的には、経

営会議等で使用する紙資料の印刷代が削減

できる。経営会議等で使用する紙資料は1

人あたり数十ページを超えるケースもあ

り、年間ベースで積み上げるとかなり大き

な費用となるだろう。差替えや修正などに

よる無駄な印刷代も削減できる。

　�　また紙資料の印刷、ホッチキス留めなど

の準備、会議終了後の保管や綴込みなどに

要する人件費の抑制が可能である。

　	②　情報の共有

　�　経営会議等の紙ベースの資料を電子化す

ることで過去分を含めた情報の共有や引継

ぎが容易となる。紙媒体による資料保管の

場合、過去の資料等が散逸される恐れがあ

るうえ、引継ぎや管理に手間のかかるケー

スが多い。

　�　また、紙媒体での資料保管より電子化し

特定のフォルダに格納した方が閲覧者の制

限・特定が可能になるなど、情報管理のセ

キュリティが高まると考えられる。

　③　環境保全

　�　紙の使用量が減ることで地球環境の保全

につながる。紙の廃棄（リサイクル）量が

減るためコスト削減にもつながる。

　④　会議の質的向上

　�　ペーパーレス会議を導入する真の目的は

会議の質的向上と言われる。経営会議等の

出席者が事前に会議資料を閲覧できるよう

になれば、資料の内容を説明する時間を削

減し、その分を議論の時間に充てられる。

図表1　主な導入目的	

コ ス ト の 削 減 経営会議等で使用する紙資料の印刷代を削減する。印刷や保管などに要する人件費など
の抑制も期待される。

情 報 の 共 有 電子化することで、過去分を含めた経営会議等の資料管理や閲覧、引継ぎが容易とな
る。

環 境 対 策 紙資料を減らすことで地球環境の保全に貢献する。

会 議 の 質 的 向 上 経営会議等の効率的な運営が可能となる。また、資料説明に要する時間の削減を通じ議
論中心の会議運営を実現できる。

紙 文 化 か ら の 転 換 信用金庫を含む金融機関の特性である紙文化を見直すきっかけとなり得る。
業務の進め方そのものが見直される可能性もある。

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成



34� 信金中金月報　2019.1

もちろん、事前に紙資料を配付しておくの

も一つの方法だが、ペーパーレス化を、経

営会議等の運営のあり方を見直す良いタイ

ミングと捉えたらどうだろうか。

　⑤　紙文化からの転換

　�　④に関連して金融機関の特性である紙文

化を見直すきっかけとなり得る。ペーパー

レス会議の導入に合わせて電子稟議や電子

決裁の仕組みを取り入れれば、いわゆる

「ハンコ文化」も改善できよう。導入効果

として、業務プロセスが簡素化され、経営

のスピード感が増すと考えられる。

	3．導入時の留意点　　　　　　

　ペーパーレス会議の実効性を高めるための

検討課題は、①ルールの徹底、②情報管理の

強化、③議論中心型の会議体への転換などで

ある（図表2）。

（1）ルールの徹底

　ペーパーレス会議の実効性を高めるために

は、経営会議等の開催前に出席者の間で資料

の共有が求められる。そのためにも、資料の

提出期限などは再徹底が必要である。

　また、ペーパーレス会議の出席者の中に

は、会議の時に紙ベースの資料の準備を希望

するケースもあろうが、導入の趣旨を踏まえ

ルールの徹底が求められよう。

（2）情報管理の強化

　経営会議等で使用する電子ファイルにアク

セス制限を設けたり、会議で使用するタブ

レット端末とインターネットとを遮断したり

するなど、情報管理の強化を図る必要がある。

（3）議論中心型の会議体への転換

　経営会議等の時間配分を見直し、議論中心

型の会議体への転換を図る必要がある。議題

を付議する部門は資料説明を最低限の時間に

とどめ、当該資料に基づく議論に多くの時間

を割くように心掛ける。

　出席者も事前に会議資料等に目を通してお

き、必要に応じて事前照会などを実施する必

要がある。

4．取組事例　　　　　　　　　　　

　本稿では参考事例として、平成28年7月に

ペーパーレス会議を導入した湘南信用金庫の

事例を取り上げる。なお、同金庫では平成

23年9月から音声認識機能付き議事録作成支

援システムも導入しており、議事録作成の効

図表2　主な検討課題	

ル ー ル の 徹 底 電子ファイルの提出期限を徹底する必要がある。また、ペーパーレス会議では紙の使用
を認めないようにする。

情 報 管 理 の 強 化 電子ファイルにアクセス制限を設けるなど、情報管理の強化を図る必要がある。

議論中心型の会議体への
転換 時間配分を見直し、会議資料に基づく議論を中心とした会議運営を目指す必要がある。

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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率化も図っている。

（1）導入の経緯

　神奈川県横須賀市に本店を置く湘南信用金

庫は、28年7月にペーパーレス会議システム

を導入し、経営会議等のペーパーレス化を開

始した（図表3）。同金庫がペーパーレス会

議を導入した直接の目的は、印刷コストの削

減である。同金庫の経営会議等における1人

あたり配付資料は100頁を超えるケースもみ

られる。理事会などの出席者は15人前後の

ため、1回の経営会議等に使用するコピー枚

数は2千～3千枚に達することがある。資料

の差替えなどが発生した場合、数百枚単位で

再印刷することもあった（情報管理上、再利

用できず廃棄する）。

　また、これまでの経営会議等では、配付資

料の説明に時間を割かれてしまい、活発な議

論を行いにくいとの問題意識があった。そこ

で同金庫は28年4月からペーパーレス会議の

導入について検討を進め、同年7月の開始に

至った。

（2）ペーパーレス会議の内容

　①　ペーパーレス会議システム

　�　同金庫が導入したペーパーレス会議シス

テムは、専用サーバー、タブレット端末

（iPad)20台、無線LANの機器などからな

る。タブレット端末はペーパーレス会議専

用としており、インターネットと接続でき

ないし、不必要なアプリケーションも搭載

していない。

　�　情報管理面では、専用サーバーへのアク

セス制限に加え、タブレット端末のログイ

ン・パスワードの採用などがある。また、

タブレット端末は経営企画部が管理・保管

し、自宅への持帰りなどを禁じている（図

表4）。

　�　同システムの初期投資額は約500万円で

ある。対象となる経営会議等が年100回程

度あるので、1人あたり配付資料100頁×

15人×100回で年間15万枚の印刷代の削減

図表3　湘南信用金庫の概要	

本 店 所 在 地 神奈川県横須賀市

設 立 大正13年3月10日

預 金 残 高 1兆1,189億円

貸 出 金 残 高 6,583億円

店 舗 数 47店舗

常勤役職員数 719人

（備考）平成30年3月末

図表4　主なセキュリティ対策	

◦�会議資料を格納する専用サーバー（フォル
ダ）へのアクセス制限を行う（ログイン・
パスワード管理）。
◦�専用サーバーへの電子ファイルの登録・上
書きなどを主管部門に限定する。
◦�タブレット端末とインターネットとを遮断
する（クローズシステム）。
◦�タブレット端末に電子ファイルを保存でき
ない。
◦�タブレット端末に各種アプリをインストー
ルできない。
◦�タブレット端末の持帰り・個人机への格納
などを禁止する。

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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につながる。そのため、同金庫では印刷代

の削減効果だけでも2～3年で初期投資を

回収可能だと試算している。

　②　対象となる経営会議等

　�　ペーパーレス会議の対象となる経営会議

等は、理事会（月1回）、常務会（月3回）、

審議会（年50回程度）である。これらの

会議は配付資料が多く、ペーパーレス化の

効果も大きいと考えた（図表5）。

（3）取組状況

　同金庫の常務会（原則週1回開催）を例に

ペーパーレス会議の流れを紹介する。常務会

に議題を付議する部門は前週末までに担当す

る経営企画部に配付資料を提出する（紙ベー

ス）。同部がPDF化可能なコピー機を用いて

配付資料を電子化し、専用サーバーの（専

用）フォルダに電子ファイルをアップロード

する。金曜日に配付資料を専用サーバーに

アップロードすると、翌月曜日に経営陣は当

該資料を閲覧できるようになる。配付資料は

タブレット端末に加え、庫内ネットワークを

経由し各自のパソコンからも閲覧可能として

ある。

　なお情報管理のため、同金庫の役員および

経営企画部職員以外の専用サーバーへのアク

セスはできない。仮に配付資料の差替えなど

が発生した場合は、該当部門が同部に最新の

資料を提出し、同部が電子ファイル上に上書

きする。

　同金庫の役員は、常務会の付議案件に関す

る配付資料を事前に読み込んだうえで、当日

の会議に臨むようになった。事前の予習内容

や会議中に気付いた点などは、タブレット端

末付属のタッチペンで電子ファイル上に書き

込める。こうした書込みは他の出席者と共有

されない。

　議題の発表者は、タブレット端末の発表機

能を利用することで、常務会に参加する全員

のタブレット端末と発表者の画面とを同期で

きる。そのため、出席者は説明中の画面を探

す手間などを省ける。

　なお、人事異動に関する資料のように事前

配付に馴染まない付議案件は、紙ベースでの

当日持込を認めている。

（4）評価

　①　導入効果

　�　導入効果のうち印刷代の削減効果は大き

く、当初の試算どおりに進捗している。カ

ラーコピーの使用も大幅に減った。正確な

試算は難しいが、配付資料の準備や管理、

資料の綴込みなどに要する業務効率化も見

図表5　タブレット端末

（備考）湘南信用金庫提供
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込まれる。

　�　経営陣は、事前に配付資料を読み込み、

疑問点などをチェックできるようになった

ため、より活発な議論を経営会議等の席上

で行うようになった。議題を付議する側も

配付資料の説明ではなく、議論の論点を提

示するにとどめるようになったため、経営

会議等の開催時間の短縮と議論の質的向上

が図られている。

　②　今後の計画

　�　検討課題は、ペーパーレス会議の対象拡

大である。費用対効果を考えると、開催頻

度や使用する紙資料の少ない支店長会議な

どへの導入には慎重な意見もある。今後

は、直接的な費用対効果だけでなく、役職

員の意識改革の面も含めて導入を検討して

いく予定である。

おわりに

　信用金庫のあらゆる業務で生産性向上が求

められるなか、経営会議等の見直しは不可欠

と考えられる。一般にわが国の企業は「会議

の時間が長い」「会議の内容が乏しい」などの

課題を抱えるとされ、効率的かつ効果的な会

議運営が求められている。ペーパーレス会議

は印刷代の削減効果に加え、会議のあり方を

見直すきっかけになり得るので、生産性向上

への第一歩として導入するのも一案である。
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（キーワード）　�母店制度、エリア制、エリア統括店、エリア連携店、渉外体制、専任担当者

（視　点）

　信用金庫の貸出環境は、景気回復に伴う残高の増加および利回り低下ピッチの縮小などがみ

られるものの、引き続き厳しい状況にある。各信用金庫は、限られた経営資源を最大限に活用

しつつ、営業力が高まるような営業体制への転換に取り組んでいる。

　母店制度は、複数の店舗をグループ化し、フルバンクサービスを提供する母店と、機能を特

化した子店に再設定することで、営業活動の生産性を高める施策とされる。ここにきて、全店

フルバンクサービスを提供する店舗体制から、母店制度への転換に舵を切る信用金庫が増えて

きた。

（要　旨）

⃝	経営の効率化と営業力の強化の両立といった営業活動の生産性向上を目的に母店制度を導

入する信用金庫が増えつつある。

⃝	京都北都信用金庫は、現状の店舗網を維持しつつ、営業力の強化や若手職員の育成を図る

べく、平成29年10月に「エリア制」を導入した。

⃝	30年12月現在、11エリアで合計30店舗をエリア統括店とエリア連携店（出張所を含む）に

再編成済みである。同金庫は、同制度の導入に合わせ渉外体制の改革も実施している。

⃝	同金庫では、エリア制の導入によって職員の質と量の向上につながったと評価している。

さらに、店舗特性に応じた営業時間等の見直しを行うことにより、効率的な人員の再配置

を行い、営業力の強化を図るとともに、防犯対策の強化、勤務管理の厳正化にもつなげる

べく、窓口営業時間の変更（昼休み）を一部店舗で開始した。

調 査

信用金庫の母店制度の導入事例
−京都北都信用金庫「エリア制」−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

刀
と ね

禰　和
かずゆき

之
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はじめに

　信用金庫の貸出環境は、景気回復に伴う残

高の増加および利回り低下ピッチの縮小など

がみられるものの、引き続き厳しい状況にあ

る。各信用金庫は、限られた経営資源を最大

限に活用しつつ、営業力が高まるような営業

体制への転換に取り組んでいる。

　母店制度は、複数の店舗をグループ化し、

フルバンクサービスを提供する母店と、機能

を特化した子店に再設定することで、営業活

動の生産性を高める施策とされる。ここにき

て、全店フルバンクサービスを提供する営業

スタイルから、母店制度への転換に舵を切る

信用金庫が増えてきた。

	1．信用金庫の店舗数の推移

（1）店舗数の状況

　最初に信用金庫の店舗数の推移を概観す

る（注1）。信用金庫の平成29年度末の店舗数

は、前期比0.1％、14店舗減少の7,347店舗と

なった（図表1）。成長の見込める地域への

新規出店がみられる一方で、不採算店舗の統

廃合も続いており、差し引きでは19年連続

で店舗数が減少している。

　19年度末の店舗数と比較すると、4.4％、

340店舗の減少である（図表2）。種類別の内

訳は、支店が4.1％、296店舗、出張所は8.6％、

24店舗、それぞれ減少した。店舗数に占め

る出張所の割合は、19年度末の3.6％から

3.4％まで低下傾向にある。

（2）地区別の状況

　29年度末の地区別の店舗数は、近畿（前

期比5店舗増）、東北（2店舗増）、東海（2店

舗増）、東京（1店舗増）の4地区で前期を上

回った（図表3）。一方、減少した5地区では

北陸の13店舗減が大きく、それに関東、四

国、南九州の3店舗減が続く。19年度末と比

較すると、近畿が1店舗増加した以外、10地

7,347

△0.1△0.1

△4.0

△2.0

0.0

2.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930.9

店舗数（左）
前期比増減率（右）

（店） （％）

（年度末・月末）

図表1　店舗数の推移

（備考）1	．本稿では他業態との合併等を考慮していない。
2	．図表1〜5まで信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（単位：店、％）

店舗種類 19年度末 28年度末 29年度末 30年
9月末19年度末

比増減率
本店 281 264 261 △	7.1 261

（構成比） 3.6 3.5 3.5 - 3.5

支店 7,128 6,854 6,832 △	4.1 6,825
（構成比） 92.7 93.1 92.9 - 93.0

出張所 278 243 254 △	8.6 249
（構成比） 3.6 3.3 3.4 - 3.3

合計 7,687 7,361 7,347 △	4.4 7,335
（構成比） 100.0 100.0 100.0 - 100.0

図表2　店舗種類別の内訳

（注）1	．参考までに一部の図表には30年9月末の店舗数等を記載してある。
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区で店舗数の減少がみられる。なかでも、北

陸（20.8％減）、中国（11.2％減）、南九州

（10.1％減）の減少率は2桁に達する。

　そのほか、29年度末の1金庫あたりの店舗

数をみると、近畿の41.3店舗から九州北部の

15.5店舗まで開きがある。

（3）信用金庫別の状況

　①　店舗数の分布（注2）

　29年度末の1金庫あたりの平均店舗数

は、28.1店舗となり、19年度末から1店舗

増加した。1金庫あたりの店舗数は、①19

店舗以下112金庫（構成比42.9％）、②20〜

39店舗95金庫（36.3％）、③40〜59店舗30

金庫（11.4％）、④60店舗以上24金庫（9.1％）

であった（図表4）。ちなみに100店舗を超

えた信用金庫は1金庫である。

　19年度末の構成比と比べると、①19店

舗以下の信用金庫が44.4％（125金庫）か

ら42.9％（112金庫）となった一方で、60

店舗以上は7.4％（21金庫）から9.0％（24

金庫）にやや上昇している。

図表3　地区別の店舗数	 （単位：店舗、％、台）

19年度末 28年度末 29年度末 構成比 30年
9月末

19年度末対比 28年度末対比 店外
CD・ATM
設置台数

1金庫
あたり
店舗数増減率 増減数 増減率 増減数

北海道 539 508 508 6.9 △	5.7 △	31 0.0 0 258 25.4 505

東　北 507 480 482 6.5 △	4.9 △	25 0.4 2 310 17.8 478

東　京 960 938 939 12.7 △	2.1 △	21 0.1 1 220 40.8 936

関　東 1,414 1,358 1,355 18.4 △	4.1 △	59 △	0.2 △		3 710 27.6 1,352

北　陸 355 294 281 3.8 △20.8 △	74 △	4.4 △	13 164 17.5 281

東　海 1,380 1,372 1,374 18.7 △	0.4 △		6 0.1 2 913 36.1 1,376

近　畿 1,198 1,194 1,199 16.3 0.0 1 0.4 5 883 41.3 1,200

中　国 535 475 475 6.4 △11.2 △	60 0.0 0 362 22.6 475

四　国 211 205 202 2.7 △	4.2 △		9 △	1.4 △		3 308 20.2 202

九州北部 223 204 202 2.7 △	9.4 △	21 △	0.9 △		2 100 15.5 201

南九州 346 314 311 4.2 △10.1 △	35 △	0.9 △		3 206 22.2 310

合　計 7,687 7,361 7,347 100.0 △	4.4 △340 △	0.1 △	14 4,448 28.1 7,335

（備考）沖縄県は合計に含む。

19 28 29 30.9

80店舗以上
70～79店舗
60～69店舗
50～59店舗
40～49店舗
30～39店舗
20～29店舗
10～19店舗
1～9店舗

（年度末・月末）

図表4　信用金庫別の店舗数の分布

（注）2	．小数点以下2桁を切り捨てた関係で、構成比の合計が100と一致しない。
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　②　19年度末との比較

　19年度末から29年度末までの信用金庫

店舗数の増減状況は、①増加が55金庫

（21.0％）、②増減なしが74金庫（28.3％）、

③減少は132金庫（50.5％）となった。増

加した信用金庫のうち5店舗以上の増加は

10金庫となる。また、減少した信用金庫

のうち5店舗以上の減少は30金庫あった。

　③　職員数との関係

　近年、信用金庫の間で職員不足が指摘さ

れ始めている。そこで店舗数と常勤職員数

の増減関係をみると、店舗数が4.4％減に対

し、常勤職員数も3.5％減少している。それ

ぞれの関係は、①店舗数・常勤職員数とも

に増加が33金庫（構成比12.6％）、②店舗数

増・常勤職員数減が22金庫（8.4％）、③店

舗数減・常勤職員数増が24金庫（9.1％）、

④店舗数・常勤職員数ともに減少は107金

庫（40.9％）となった（増減なしを除く。

図表5）。

2	．京都北都信用金庫のエリア制につ
いて

（1）実施の経緯

　京都府宮津市に本店を置く京都北都信用金

庫（注3）は、平成29年10月に「エリア制」を試

行導入した。地域における人口の高齢化・過

疎化に加え、日本銀行のマイナス金利政策

（長短金利操作付き量的・質的金融緩和）な

ど、信用金庫経営を取り巻く状況は厳しさを

増している。こうしたなか、同金庫は競合金

融機関との競争に打ち勝つためには、融資営

業力の強化が不可欠と考えた。

　それまで同金庫は、全店フルバンクサービ

スを前提とした店舗体制だったが、営業店人

員の効率化を進めてきたことなどから、若手

職員のOJTや競争意識の醸成に課題がみられ

た。また、融資の見込める地域の店舗により

多くの職員を傾斜配置することも難しくなっ

ていた。同金庫は、14年11月に5金庫が合併

し、それ以降、25年度まで店舗統廃合を実

施してきたが、同金庫の営業エリアは高齢化

が進んでいることもあり、預金顧客に対する

利便性維持などから大規模・抜本的な店舗統

廃合は困難と考えられた。

　こうしたなか、同金庫は複数の店舗をグ

ループ化する「エリア制」を試行導入するこ

ととし、29年10月より開始した。運用にあ

△60

△40

△20

0

20

40
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100

△60 △40 △20 0 20 40 60 80

常
勤
職
員
数
増
減
率

店舗数増減率

33金庫

22金庫

24金庫

107金庫

（％）

（％）

図表5	　信用金庫別の店舗数と常勤職員数の
増減状況（19年度末→29年度末）

（備考）増減なしを除く。

（注）3	．平成30年3月末の同金庫の概要は次のとおりである。本店所在地：京都府宮津市、預金残高：7,547億円、貸出金残高：
3,520億円、店舗数：39店舗、常勤役職員数：710人
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たっては、①中小型モデル、②法人開拓重視

モデル、③大型店モデルと、グループ化のタ

イプを分けて取り組んだ。また、導入に先立

ち、職員向け説明会や丁寧な顧客説明の実施

などを充実し、店舗統廃合との違いなどを周

知している。なお、これまで同金庫は僚店に

よる代行取引を禁止していたので、エリア制

導入によるエリア連携店の代行取引に手間

取った。実際、代行取引の経験がない若手職

員などもおり、専用の事務マニュアルおよび

Q＆Aを作成し対応している。

　30年7月以降、同金庫は本格展開を開始

し、30年12月現在、11エリア30店舗（出張所

を含む）のエリア制を実施している（図表6）。

（2）エリア制の概要

　①　仕組み

　同金庫のエリア制は、複数の店舗をグ

ループ化し、フルバンクサービスを提供す

るエリア統括店（母店）と、個人特化型の

エリア連携店（子店）とに再設定する仕組

みである（図表7）。エリア統括店とエリア

連携店の組合せは、店舗間の距離を重視し

つつも、交通ルートや動線、顧客の生活圏

などを勘案して決定した。

　エリア制の導入目的は、渉外担当者と融

資担当者をエリア統括店に集約することに

よる職員の戦略的な再配置や人材育成の強

化などであり、コスト削減を直接の目的と

はしていない。

図表6　エリア制の導入状況（30年12月現在）	
エリア名 実施時期 エリア統括店 エリア連携店 統括店との距離

加悦谷エリア 29年10月1日 野田川支店 加悦支店 2.0㎞

亀岡エリア 29年10月1日 亀岡支店 馬堀支店 1.5km

綾部エリア 30年1月22日 綾部中央支店
西町支店 0.5km

中筋支店 2.0km

舞鶴西エリア 30年2月13日 舞鶴中央支店
舞鶴港支店 2.0km

余内支店 1.0km

橋立エリア 30年7月23日 岩滝中央支店 府中支店 5.0km

舞鶴東エリア 30年8月6日 東舞鶴中央支店

中舞鶴支店 2.5km

田中支店 3.5km

東舞鶴中央支店市場出張所 1.0km

京丹後南エリア 30年9月25日 峰山中央支店
大宮支店 5.5km

弥栄支店 4.5km

京丹後北エリア 30年9月25日 網野支店
浜詰支店 9.0km

間人支店 13.0km

福知山中央支店 30年11月26日 福知山中央支店
岡ノ町支店 0.5km

駅南支店 1.0km

福知山東エリア 30年11月26日 前田支店
三和支店 13.0km

六人部支店 3.5km

福知山西エリア 30年11月26日 篠尾支店 大江町支店 12.0km

（備考）京都北都信用金庫資料より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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　②　特徴

　同金庫のエリア制の特徴は、（イ）エリア

連携店にも支店長を配置、（ロ）エリア統括

店に営業統括長を新設、（ハ）渉外体制改革

を実施（後述）などである。

　（イ）については、エリア連携店は、あくま

で存続を目的として預金や為替関係の業務

等に特化した「機能特化型店舗」として独立

した支店であり、店舗統廃合を前提とした

出張所などではないと表明する狙いがあっ

た。（ロ）については、渉外担当者の統率・管

理の強化とエリア統括店の支店長（エリア

統括責任者）の業務負担を考慮し新設した。

　なお、エリア統括店責任者および営業統

括長、エリア連携店の支店長の関係は次の

とおりである。

【エリア統括責任者】

　エリアを統括する役割のため、執行役員

などの支店長を充てる。

【営業統括長】

　一般的な支店長と同格だが、エリア統括

責任者の傘下で活動する。

【エリア連携店の支店長】

　肩書は支店長だが、金庫内の処遇は次

長・事務長に準ずる。今後は事務に強い女

性管理職や若手の支店長などを優先的に配

置することも検討する。

　③　活動内容

　渉外担当者はエリア統括店を拠点に活動

するようになったが、顧客にとっては口座

番号の変更もなく、特に利便性やサービス

内容の低下はみられない。仮に未取引先が

連携店に融資相談で訪問してきた場合、消

費性融資なら窓口で受け付けエリア統括店

に取り次ぐ。事業性融資の相談であれば、

支店長（エリア統括責任者）
エリア連携店

エリア統括店

支店長

業務役席

業務担当

営業統括長

次長 事務長

融資役席

融資担当

業務役席

業務担当

法人担当役席 エリア担当役席

企業支援担当 エリア担当

法人開拓担当 資産運用担当

法人担当 住宅ローン担当

集金担当

図表7　エリア制の仕組み（例）

（備考）京都北都信用金庫資料より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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担当する渉外担当者がエリア連携店を訪問

し相談に応じるか、あるいは、改めて事業

所に訪問する。

　営業店目標はエリア単位で割り振る。エ

リア連携店にも目標設定はあるが、少人数

での店舗運営のため、正確な業務運営など

に重点を置く。

3．渉外体制改革の実施

（1）専任担当者の導入

　同金庫は、エリア制の導入に合わせて渉外

体制改革を実施した。競合金融機関は、法人

担当や預かり資産担当などの専担者による高

度な提案セールスに強みを発揮している。	

1店舗あたりの渉外担当者が少ない場合、渉

外担当者の役割分担を明確にしにくいが、エ

リア制導入により渉外担当者をエリア統括店

に集約することで、専任担当者制度を導入で

きた（図表8）。

　新たに法人開拓担当者や資産運用担当者な

ど8タイプに渉外担当者を分類し、従来のエ

リア担当者と重層的に地域を深掘りすること

にした。また、専任担当者制度はエリア統括

店のほか、独立した一般支店のうち渉外担当

者が多い本店営業部と倉梯支店にも導入し

た。エリア統括店の立地により、配置する専

任担当者の構成は異なる。例えば、事業性融

資に注力する亀岡エリアは法人開拓専担者を

厚く配置している。エリア統括店（支店長）

の裁量で渉外担当者の役割を変えるのを防ぐ

ため、専任担当者の指名は人事部が行う。

（2）研修の強化

　同金庫は平成30年度から新たな研修制度

「専任担当者育成プログラム」を開始した。

2年間をかけ、渉外担当者のレベルアップに

集中的に取り組む。

　法人融資研修では、法人担当予定者を対象

に、①基礎講座（企業分析による事業性融資

の提案力を身に付ける。全4回）、②専門講

座（専門知識と対話力を高め、課題解決型金

融の実践力を身に付ける。全8回）、③実践

講座（事業先の新規開拓と課題解決型金融の

実践力を身に付ける。全3回を計2回）を開

図表8　専任担当者の分類	
企業支援担当者 審査部と連携し主に企業支援業務を行う。

法人開拓担当者 主に新規取引企業の融資開拓を行う。

法人担当者 主に既存取引企業の実態把握と経営支援・推進・管理を行う。

資産運用担当者 主に預かり資産および年金獲得（新規・変更）を行う。

資産運用担当者兼
信託業務地区担当者

資産運用担当者の業務に加えて、所属する地区における信託商
品に関する業務を行う。

住宅ローン担当者 主に住宅ローン（借換資金を含む）の獲得を行う。

エリア担当者 主に地区管理を行う。

集金担当者 主に定められた事業所および個人宅の集金業務を行う。

（備考）京都北都信用金庫資料より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成



	 調　査	 45

催する。

　また資産運用担当者研修では、資産運用担

当予定者を対象に、①基礎講座（基礎知識と

対話力を身に付ける。全10回）、②専門講座

（専門知識とコンサルティング力を身に付け

る。全11回）を開催中である。

	4．導入効果と今後の展開

（1）評価

　①　メリット・効果

　30年12月現在、同金庫は全39店舗中30

店舗を11のエリアに再編成している。同金

庫ではエリア制の導入を通じて若手職員の

OJT強化や競争意識の醸成につながったと

評価している。複数の店舗に分散し配置し

ていた渉外担当者をエリア統括店に集約し

たため、専任担当者制度を導入するなど質

の向上が見込まれる。また、量の面では11

エリア化を実施することにより、合計39人

の渉外担当者の増員を実現している（注4）。

エリア制導入前の30支店の渉外担当者137

人に対し、エリア制導入後の渉外担当者は

176人である。なかでも福知山中央支店に

は25人、舞鶴中央支店には21人の渉外担

当者を配置するなど、戦略店舗の営業力強

化が期待される。

　②　デメリット・課題

　一方、具体的なデメリットはみられな

い。顧客からの苦情や預貸金の流出などは

発生していない。ただし、コスト面ではエリ

ア連携店の改装費用（防犯スクリーン（注5）

や発券機の設置、入り口が2か所あった支

店の片方を閉鎖するなど）を計上した。

（2）計画

　エリア制の導入によりエリア連携店は少人

数での店舗運営が求められるようになった。

そこで、同金庫は、店舗特性に応じた営業時

間等の見直しを行うことにより、効率的な人

員の再配置を行い、営業力の強化を図るとと

もに、防犯対策の強化、勤務管理の厳正化に

もつなげることを目的に、窓口営業時間の変

更（昼休みの導入）を一部の支店で開始した

（図表9）。

　引き続き営業体制の効率化と営業力の強化

図表9　窓口営業時間の変更状況	
支店名 開始日 内容

馬堀支店 30年11月26日 11時30分〜12時30分を窓口休業時間とする。

額田支店

和知支店 30年12月3日 11時30分〜12時30分を窓口休業時間とする。

瑞穂支店

（備考）京都北都信用金庫資料より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）4	．管理職を除く。各エリアの異動直後の増員数を集計
5	．強化プラスチックなどの防御壁で、窓口のカウンターに設置するもの
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に向け、昼休みの導入店舗の拡大や移動店舗

車の運営方法の見直しなどに取り組むととも

に、質の向上を図るべく渉外担当者の集金業

務の合理化も検討する。

おわりに　　　　　　　　　

　日本銀行によるマイナス金利政策の定着、

FinTechの発達により、メガバンクをはじめ

とする金融機関の間で店舗体制改革が加速し

ている。母店制度は大手金融機関のような大

規模な店舗統廃合ではないものの、店舗機能

の再設定による職員の再配置などを実現でき

営業活動の生産性向上につながる。母店に職

員を集約することで、顧客に対するサービス

の品質が高まる可能性もある。

　今後の更なる普及が見込まれよう。
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（キーワード）　�英国、メトロバンク、チャレンジャーバンク、ファンの獲得、face-to-face

（視　点）
　英国の銀行業界では、昨今の金融デジタル化の流れのなかで、来店客の減少などを理由とし
た店舗閉鎖・一部業務の停止などが進んでいる。英国全体でオンラインバンキングへのシフト
が進んでいるほか、全ての銀行キャッシュカードにデビット機能が付与されることでキャッ
シュレス決済が広く浸透しているなど、金融サービスの形も変わりつつある。その一方で、各
既存大手行が提供するサービスに対する顧客満足度の低下もみられている。
　そのような状況下、英国では政府の後押しも受け、「チャレンジャーバンク」と呼ばれる銀行の
新規参入が活発化しており、既存行との差別化を図る取組みがみられるようになってきている。
　そこで本稿では、チャレンジャーバンクの中でも、Face-to-Faceを武器に英国銀行業界に切
り込み、「革命」を謳う銀行である「メトロバンク」に着目し、スタッフに対するヒアリング内
容や実際の店舗訪問時の体験等を踏まえ、その取組みを紹介する。

（要　旨）
⃝�メトロバンクは、「チャレンジャーバンク」と呼ばれる新興金融機関であり、第三者機関が
行う顧客満足度調査では、主要大手行を大きく上回る評価を受けている。

⃝�「顧客」ではなく「ファン」を獲得することを掲げ、金利などの条件面ではなく、サービ
スの質の高さによって他行との差別化を図っている。来店顧客との「Face�to�Face」を重
視するスタイルのもと、提案型のセールス活動よりも顧客側の要望に応える活動を重視し
ている。

⃝�ロンドン市内およびその近郊で事業を展開する都市型の金融機関であり、各店舗は土日も
含めて週7日間営業（元日、イースター、クリスマスを除く年362日営業）、営業時間も他行
比で長く設定するといった店舗戦略を重視し、オンライン、モバイル、コールセンター等
のチャネルにも併せて注力することで、顧客利便性の高さを追求している。

⃝�預金・貸出金といった伝統的な銀行業務を主軸とした業務展開を行っているほか、季節行
事や子ども向け教育プログラムなどの非金融サービスにも注力しており、地域に根ざした
サービスの提供を行うことで、多くの「ファン」の獲得を目指している。

⃝�筆者が店舗を訪問し口座開設等を行ったが、銀行としての利便性はもちろん、「銀行員」では
なく「小売店のスタッフ」のような気さくで好感の持てる対応を肌で感じることができた。

調 査

英国の新規参入銀行メトロバンクの戦略
−「顧客」ではなく「ファン」の獲得を目指す−

信金インターナショナル

家長　令
ブラウン　咲織
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はじめに

　英国の銀行業界では、昨今の金融デジタル

化の流れのなか、来店客の減少などを理由と

した店舗閉鎖・一部業務の停止などが進んで

いる。英国全体でオンラインバンキングへの

シフトが進んでいるほか、全ての銀行キャッ

シュカードにVISAまたはマスターカードの

デビット機能が付与され、銀行のカードが単

なるお金を下ろすための「キャッシュカー

ド」にとどまらず、キャッシュレス決済の手

段として利用するスタイルが浸透している。

その一方で、既存大手行については、対面

サービスの質の低下や取扱業務の縮小などを

理由に、顧客満足度の低下がみられている。

　大手行による寡占が問題視されるなか、英

国では「チャレンジャーバンク」と呼ばれる

銀行の新規参入が活発化しており、既存行と

の差別化を図る取組みがみられるようになっ

てきている。英国政府も2013年に銀行の新

規参入要件を緩和するなど、後押しを行って

いる。

　本稿では、チャレンジャーバンクの中で

も、Face-to-Faceスタイルを武器に英国銀行

業界に切り込み、「革命」を謳う銀行である

「メトロバンク」を取り上げる。

1．概要

（1）創業の経緯と経営理念

　メトロバンク（Metro�Bank）は、2010年3

月にバーノン・ヒル（Vernon�Hill）氏によ

り創業された「チャレンジャーバンク」と呼

ばれる銀行の一つ（主なチャレンジャーバン

クについては図表1のとおり。）である。

　ヒル氏は、英国銀行セクターが寡占状態に

あり、顧客向けサービスが低下している現状

（英国銀行業界については、次ページ「参

考」参照）に着目し、年362日営業の実施な

ど来店顧客への対面サービスに特化する銀行

設立に至った。店舗網を持つ英国の銀行とし

ては、実に100年以上ぶりの新規参入となっ

たメトロバンクでは、『英国の銀行業界に革

命を（The�Revolution� in�British�Banking）』、

『（われわれの）革命への参加を（Join�The�

Revolution）』といった理念を掲げ、英国の

銀行業界に革命を起こすことを謳っている

ほか、「顧客ではなく、ファンを獲得する

（Creating	FANS	not	Customers）」を基本戦

略とし、「顧客」ではなく「ファン」を獲得す

ることを目指したビジネスを展開している。

　また、メトロバンクは、自行を「銀行」で

はなく「小売店」と認識しており、利率など

の経済的な面ではなく、あくまで店舗サービ

スの高さや親しみやすさで勝負する「Face-

to-Face」スタイルを貫いている。ロンドン

を中心とした都市型の金融機関ではあるが、

地域の住民や勤労者向けのサービス提供に注

力する点では、信用金庫をはじめとした日本

の地域金融機関とも共通する部分が多いと言

える。なお、2016年3月にメトロバンクはロ

ンドン証券取引所に上場している。

（2）創業者・経営陣

　メトロバンク創業者のヒル氏は、米国で大
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図表1　主なチャレンジャーバンク
設立年 銀行名 特徴

2010 メトロバンク
（Metro�Bank）

・米国Commerce�Bank創業者であるVernon�Hill氏が創業
・店舗網を持つ銀行としては、実に100年ぶりの新規参入となった銀行
・コールセンターやオンラインバンキングの充実だけでなく、ロンドンを中心に展
開する各店舗における対面チャネルを重視したサービスを提供
・2016年3月ロンドン証券取引所上場

2011

ケンブリッジ＆
カウンティーズ・バンク
（Cambridge�&�
Counties�Bank）

・ケンブリッジ大学とケンブリッジシャー地方政府年金基金の出資により設立
・店舗網は持たず、電話やオンラインを通じて事業を展開
・英国で事業を行う中小企業向けに、預金業務のほか、投資用・居住用不動産ロー
ンや事業設備等にかかるアセットファイナンスに特化したサービスを提供

2011 ショーブルック・バンク
（Shawbrook�Bank）

・RBSのエクイティファイナンス部門（後に独立）がWhiteaway�Laidlaw�Bankを買
収して設立
・英国における個人・中小企業向けの預貸金業務に特化しており、国内に展開する
Regional�Business�Centreと呼ばれる拠点を通じてサービスを提供
・親会社であるShawbrook�Groupが2015年にロンドン証券取引所に上場したのち、
2017年には英国のプライベートエクイティにより買収

2015 オークノース・バンク
（OakNorth�Bank）

・金融機関や企業向けにリサーチを提供するCopal�Amba社（Moody's傘下）出身の
Rishi�Khosla氏およびJoel�Perlman氏が創業
・個人向け預金と法人向け貸出に特化しており、オンラインで事業を展開
・元英国FSA長官を社外取締役に招聘
・英国の銀行では初めて、バンキングのシステムをクラウド（Amazon�Web�
Service）内で運営

2015 アトムバンク
（Atom�Bank）

・メトロバンクの創業メンバーの一人であるAnthony�Thomson氏が創業
・英国初のモバイルアプリ専業銀行
・個人向けの預金・住宅ローンを提供

（備考）各種資料より信金インターナショナル作成

（参考）寡占状態にある英国銀行業界とチャレンジャーバンク

　英国銀行業界は、RBS、Barclays、HSBC、Lloyds、Nationwide、Santanderによる寡占状態にあり、これ
ら上位6行の預金シェアは約80％（注1）に上るとされている。各行はデジタルバンキングへのシフトを進め、店
舗の削減や貸金庫等の一部業務の廃止を行っている。一方、特に店舗でのサービスに対する顧客満足度の低下
がみられている。
　一般的に、英国の銀行店舗には2〜3の窓口があり、行員と顧客はガラス窓により隔たれ、金銭や書類の授受
は、窓の下に設けられた小さい受渡し口を通じて行われる。ただし、窓口の数が来店客数に対して十分でない
ことから、平日の昼休みなどには窓口に並ぶ客で行列ができるほか、番号で呼び出す制度もないため、ひたす
ら列に並んで待つ必要がある。店舗内にはソファーやウォーターサーバーが設けられているものの、列から外
れることができないため、ほとんどの来店客は立ったまま待つこととなる。
　このほか、新規口座開設や住宅ローンの相談などについては、事前に来店予約を取る必要がある。しかしな
がら、対応する行員が各店舗に数名しかおらず、数週間先まで予約が埋まっているといったことも多い。ま
た、予約時間どおりに訪問しても待たされることがあるほか、5分程度予約時間を過ぎただけで予約が取消し
になってしまうといったケースもある。
　英国政府・規制当局は、消費者の選択肢の拡大や銀行サービスの向上、健全な銀行間の競争を促すことなど
を目的とした規制緩和を行い、近年では「チャレンジャーバンク」と呼ばれる銀行の新規参入が活発化してい
る。各チャレンジャーバンクは、ニッチな分野でのサービス提供や、モバイル・オンライン専業での運営な
ど、既存行との差別化を図る取組みを行っている。

（注）1�．メトロバンク（2017年5月）「Investor�Presentation」、英国大蔵省（2015年3月）「Banking�for�21st�Century」による。
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学在学中から銀行で勤務していたものの、当

時銀行員として成功を収めることが難しいと

感じたことがきっかけで、不動産業へ転職す

る。米国マクドナルドのフランチャイズ展開

を成功させ、世界最大のファーストフード

チェーンに導いたことでも有名な、元マクド

ナルド社CEOのレイ・クロック（Ray�Kroc）

氏とともに、出店候補地探しに奔走するとい

うような仕事も当時経験している。

　その後、ヒル氏は、26歳であった1973年

に米国でCommerce�Bancorpを創業し、銀行

免許を取得する。ヒル氏は、同行が2008年

にカナダのトロント・ドミニオン銀行に買収

されるまでの約34年間で、同行を総資産約

480億ドル（約5.3兆円（注2））、店舗数約460、

従業員数15,000人以上という規模の銀行へと

成長させた。なお、TD�Bankへと名称が変わっ

た現在でも、ヒル氏が導入した週7日営業の

スタイルは継続されており、「アメリカで最

も便利な銀行」として営業が行われている。

メトロバンクでも、このCommerce�Bancorpで

培ったビジネスモデルが活用されている。

　ヒル氏は現在メトロバンクの会長

（Chairman）に就任しており、CEOは同じく

創業メンバーであるクレイグ・ドナルドソン

（Craig�Donaldson）氏が務めている。ドナル

ドソン氏は、RBSやBarclaysでリテール業務

などの責任者を務めた実績を持つ。37歳の

若さでヒル氏に声をかけられ、ヒル氏の対面

サービスを重視する銀行の構想に共感し、前

メトロバンク会長であるアンソニー・トムソ

ン（Anthony�Thomson）氏（注3）とともにメト

ロバンクを設立した。ドナルドソン氏は、こ

れまでのキャリアのなかで、店舗、コールセ

ンター、中小企業向けビジネス、商品開発な

どの業務を経験しており、「ファン」を作る

という理念のもと、メトロバンクの経営にお

いて手腕を発揮している。なお、ドナルドソ

ン氏は、オンライン求人データベース会社の

Glassdoor社が選ぶ最優秀CEO（2016年）、

人事関連出版社のHR�Magazine社が選ぶ「最

も人を大事にするCEO」（2017年）に選ばれ

ている。

（3）主要計数

　メトロバンクは、2010年の創業以来、順調

に業容の拡大を続けている。2017年12月末

時点では、総資産163億ポンド（約2.4兆円（注4）、

図表2）、総預金116億ポンド（約1.7兆円）、

顧客口座数120万超（図表3）、店舗数55と

なっている。なお、2020年までの中期計画

では、100店舗、預金量275億ポンド（約4.1

兆円）などを目標としている。

　新規参入コストに加え、サービスの提供に

相応のコストをかけてきたため、創業以降5

年以上にわたり赤字を計上した。しかしなが

ら、顧客数の増加とともに業況は安定し、

2016年第4四半期に黒字に転換した。2017

（注）2�．1USD＝110円で換算した（以下同様）。
3�．アンソニー・トムソン氏は、2016年にメトロバンクの会長職を退き、メトロバンクと同じくチャレンジャーバンクに分類
されるオンライン専業銀行のAtom�Bank創業者となった（現在ではAtom�Bankの会長職も退任）。
4�．1GBP＝150円で換算した（以下同様）。
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年度は黒字決算となり、2018年度1〜9月の

純利益は、前年同期比約3倍となっている

（図表4）。なお、後述のとおり、メトロバン

クの主要ビジネスは預金・貸出金となってい

ることから、収益の80％以上が金利収益と

なっている。

2．高い顧客満足度と業務戦略

　英国では、2018年8月より、英国競争・市

場 庁（Competition�and�Markets�Authority）

の要請で、各行は、提供するサービスにかか

る顧客満足度を公表することが義務付けられ

ている。当該顧客満足度は、「銀行の提供す

るサービスを友人や家族に勧められるか」と

いう視点で、特定の第三者機関が主要行全て

に対して調査を行うものである。

　当該調査の第1回公表結果によると、メト

ロバンクは、個人向けの「店舗サービス」

（満足度84％）および「当座貸越」（同75％）

部門で第1位、「オンライン・モバイルバンキ

ング」（同81％）で第2位、総合満足度は

83％で第2位という結果であった。総合満足

度第1位のFirst�Direct（同85％）は電話・オ

ンライン専業であるため、メトロバンクは、

店舗サービスを提供する銀行としては最高ラ

ンクとなっている。総合満足度に関しては、

Barclays（同64％）、Lloyds（同60％）、

HSBC（同55％）などの大手行を大きく引き

離しており、メトロバンクの「ファン」を生み

出す取組みは存在感を示しているといえる。

　以下では、「ファン」を増やすためにメトロ

バンクが展開する特徴的な戦略を紹介する。

図表2　総資産の推移
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図表3　顧客口座数および店舗数の推移
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図表4　当期純利益の推移
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（1）広告

　メトロバンクは、他行とは異なりテレビ

CMをはじめとしたマスメディアを活用した

広告は一切行わず、店舗でのパンフレットや

ボールペン・ショッピングバッグ等のグッズ

配布をはじめとしたダイレクトチャネルにこ

だわっている。レジ袋有料化が徹底されてい

ることもあり、グッズとして配布されたメト

ロバンクのロゴ入りバッグを使用している人

をロンドンの街中で見かけることも多い。ま

た、人が立ち寄りやすい立地に、青・赤をシ

ンボルカラーとした人の目に付きやすい店舗

を構えること自体が広告効果を持つというの

がメトロバンクの発想であり、これが結果と

して広告宣伝費の抑制にも繋がっている。

　メトロバンクが最大の広告と位置付けてい

るのは「口コミ」である。店舗での顧客向け

サービスや顧客とのコミュニケーションなど

に力を入れ、来店客がそのサービスに満足し

て「ファン」になることで、その家族、友人、

同僚などに評判が広がっていくことが、メト

ロバンクが最重要視するブランディング戦略

である。実際に、筆者がメトロバンクの話を

して興味を持った同僚や友人だけでも、既に

5人以上が口座開設を行い利用している。

（2）チャネル

①店舗

　Face-to-Faceを重要視するメトロバンクに

とって、店舗運営は戦略上最も重要なポイン

トとなっており、営業スタイルや立地など

様々な点で工夫がみられている。

　イ．営業時間

　メトロバンクの最大の特徴の1つに、土

日・祝日を含めた週7日間営業が挙げられ

る。1年のうち、休業日は元旦、クリスマ

ス、イースターに限られ、実に年間362日

にわたって営業を行っている。

　また、1日の営業時間も非常に長い。平

日は顧客の出勤前や退社後にも来店可能な

ように8時から20時、土曜は8時から18時、

日曜祝日も11時から17時まで営業してお

り、週当たりの営業時間は実に70時間以

上におよぶ。一般的な大手行と比較する

と、違いは明らかとなっている（図表5）。

　なお、各店舗では「10分ルール」が採

用されており、来店客の時計の誤差を勘案

し、実際の営業開始時間の10分前、営業

終了時間の10分後でも入店が可能となっ

ている。

　ロ．サービス

　店舗内部は広々としている上、スタッフ

と来店客を妨げる物が極力取り払われてお

り、「銀行」というより「小売店」を意識

した内装となっている。

　ホテルのフロントのような受付カウン

図表5　営業時間の比較
メトロバンク 一般的な英大手行

平日 8時〜20時 9時〜17時

土曜 8時〜18時 定休日

日曜・祝日 11時〜17時 定休日

コールセンター 24時間、年365日 24時間、年365日

（備考）信金インターナショナル作成
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ター（図表6）では、入出金等の簡単な要

件であれば、すぐにスタッフが対応を行

う。口座開設等については、フロアにいる係

員に要件を伝えた後、担当者の用意ができ

た段階で名前を呼ばれ、個別相談用のデス

クに案内される。この際はファーストネー

ムで呼ばれるため、親しみやすい印象を受

ける。個別相談用デスクは同一フロアにあ

り、仕切りなどはなくオープンなスペース

（もちろん仕切られたミーティングスペー

スもあり）となっており、飲み物も無料でス

タッフが席まで持ってきてくれる。

　なお、子どもとペットにフレンドリー（注5）

な環境を整え、子ども用（大人も可）には

キャンディー、犬用にはビスケットを全店

舗で常備している。また、メトロバンクの

顧客であるか否かに関わらず、来店客は誰

でもトイレを使用可能（注6）である。

ハ．待ち時間・対応スピード

　口座開設や住宅ローンの申込みなどにつ

いては、既存行が来店にあたって事前予約

を求める一方で、メトロバンクではアポ無

しの訪問を歓迎している。スタッフ数も既

存行の店舗と比較すると多く配置されてお

り、例えば口座開設であれば最速15分で

の完了を謳うなど、スピーディーな対応が

基本となっている。口座開設に関しては、

手続完了後、他行であればキャッシュカー

ドは後日郵送となり、受取りに1週間程度

要するのに対し、メトロバンクでは各店舗

にカードを作成する機械を設置しているこ

とから、開設直後その場でキャッシュカー

ドを受け取り、暗証番号を設定のうえ、即

日サービスが利用可能となる。

　なお、口座開設等によりメトロバンクの

顧客になる際には、初回来店時に顔写真の

登録が併せて行われる。これにより、2回

目以降の来店時におけるスムーズな本人確

（注）5�．会長であるヒル氏の愛犬ダッフィー（図表7）は、メトロバンクのCCO（Chief�Canine�Officer、最高犬責任者）に就任し
ているなど、銀行を挙げての取組みとなっており、ペット関連のイベントの開催なども頻繁に行われている。また、ダッ
フィーの公式ツイッターアカウントでは、イベント情報などが展開されている。なお、愛犬家のヒル氏は、「犬を大切にされ
ると、自分も大切にされている気がする。」と述べている。
6�．英国の公衆トイレは有料の場合もある。

図表6　受付カウンターの様子

（備考）信金インターナショナル撮影

図表7　ダッフィーの名刺

（備考）信金インターナショナル撮影
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認が可能となっている。

二．立地・出店戦略

　出店にあたっては、マクドナルドや

Commerce�Bancorpで店舗展開を行ってき

た会長のヒル氏の目利き力が活用されてい

る。立地の選定に際しては、人口や企業・

住宅の分布のほか、駅や住宅地、ショッピ

ングセンター等の施設からの動線が分析さ

れており、現在はロンドン中心部の駅前

（図表8）を中心に、郊外にも店舗を展開

している。なお、各店舗については、自社

保有物件の場合もあるが、多くが賃貸物件

となっている。

　好立地の物件が多いということもあり、

物件費負担が大きくなる点は否定できない

一方で、それを理由に出店を取りやめるこ

とは原則行わない方針である。むしろ、利便

性の高さが担保できるのであれば、よりよ

い立地を迷わず確保するのがメトロバンク

のポリシーである。実際に、金融街シティ

の中心にあるLiverpool�Street駅やBank駅

のすぐ近くにも店舗を構えている。なお、

対象物件の確保はもちろん、認可取得など

も必要であることから、出店は1、2年で一

段落するようなものではない。2018年の出

店計画は12店舗とされている一方、次年度

以降に向けてその3倍以上の候補地が既に

検討されているとのことである。

　外装は青と赤をシンボルカラーとした人

目をつくデザインとなっているほか、ガラ

ス張りで中が見通しやすい設計のため、明

るく入りやすいイメージがある。

　店舗での対面サービス・利便性の高さを

売りにする一方で、人気が出て客足が増え

た場合は待ち時間が長くなってしまい、メ

トロバンクが目指す良質な店舗サービスが

提供できなくなることとなる。この点、メ

トロバンクでは、顧客属性や地域特性に

よっては、同一エリア、あるいは徒歩圏内

に店舗を増設しても十分機能するとの考え

を持っており、実際に徒歩10分程度の距

図表8　ロンドン市内中心部にある店舗の一例

（備考）信金インターナショナル撮影
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離に2店舗出店しているエリアが既に複数

存在している。さらに、ロンドンでは初と

なる「ドライブスルー」店舗（図表9）を

郊外に3店舗設置しており、ここでは、乗

車したまま現金の入出金などを行うことが

可能となっている。

　店舗数はロンドンを中心に、前掲図表3

のとおり、毎年10店舗程度の出店ペース

で拡大しており、将来的には英国全体で

200〜250店舗の展開を目指している。

②オンラインバンキング

　英国でも、銀行はインターネットやスマー

トフォンアプリを用いたオンラインバンキン

グを提供している。実際に簡単な送金や振込

みなどをオンラインバンキングで済ませる人

は多く、個人による利用の場合は送金手数料

が無料であるため、不可欠なサービスと言え

○ドライブスルーエリア

（備考）1�．ロンドン中心部から車で1時間ほどの距離にある郊外型店舗。ショッピングセンターが近くにあり、車での来店客
が中心。ファーストフード店のように道路沿いに設置されたロゴ入りの看板や、全面ガラス張りの外観は、走行中
の車から見ても目立つデザインとなっている。
2�．店舗建物裏にドライブスルーエリアがあり、乗車したままでカウンター越しにメトロバンクのスタッフによる応
対を受けることが可能。訪問時にも頻繁に利用客が訪れていた。
3�．信金インターナショナル撮影

図表9　郊外にあるドライブスルー店舗の様子
○外観
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る。メトロバンクでは、あくまで対面サービ

スを最重要としている一方で、他行が提供し

ているものと同等あるいはそれ以上の利便性

を備えたオンラインバンキング機能を提供し

ており、送金や残高確認のほか、連絡先・暗

証番号を変更することができる。また、例え

ば個人事業用の当座預金口座を別途開設する

場合など、同一名義での追加口座開設もオン

ラインで手続可能となっている。

　店舗戦略を強化し、Face-to-Faceによる対

面チャネルの利便性を最大化することで他行

と差別化を図りつつ、オンラインチャネルを

併せて充実させることで、幅広い顧客が満足

できるサービスを提供している。

③コールセンター

　コールセンターでは、店舗の営業時間外も

問い合わせを受け付けている（年365日・24

時間）。他行では、コールセンター自体をア

ジア圏などの他国に設置し、業務自体を第三

者に委託しているケースも多いが、メトロバ

ンクのコールセンターはロンドン市内に設置

されており、対応もメトロバンクに採用され

たスタッフが行っている。また、他行のコー

ルセンターは、自動音声やプッシュボタンに

よる対応が主流となっているが、メトロバン

クでは原則スタッフが全て応対することと

なっており、気軽な問い合わせが可能となっ

ている。既存顧客からの問い合わせであれ

ば、コールセンターのスタッフは、顧客の口

座情報だけでなく、口座開設時に登録した顧

客の顔写真を見ながら応対できるようになっ

ており、より親近感のあるコミュニケーショ

ンができるよう運営がなされている。

④システム投資

　社内の顧客データ管理や決済、オンライン

バンキングの運営、コンプライアンスなど、

銀行運営においてシステム対応は不可欠と

なっているが、メトロバンクでは内製のIT

プラットフォームではなく外部のシステム会

社に対応をアウトソースしている。ただし、

店舗・業容の拡大に合わせて費用を支払う形

態（「Pay-as-you-grow」方式）を取っている

ことから、初期投資の低減および効率的なコ

スト負担が可能となっている。

（3）人事

①	採用（学歴や職歴ではなく「人となり」を

重視）

　メトロバンクでは、行員の採用に対し、

“Hire�for�Attitude,�Train�for�Skill”を掲げて

いる。つまり、採用時には、学歴や職歴では

なく、「人となり」を重視するのがメトロバ

ンクのポリシーである。当行が行員に求める

人物像は、「顧客が驚くほどの素晴らしい

サービス」を提供することに「情熱的である

こと」とされており、顧客に最高のサービス

を提供できるか否かが第一の条件となってい

る。これは店舗勤務のスタッフだけでなく、

本部やコールセンター採用のスタッフにも同

様に求められる人物像となっている。仮に金

融・業務知識が不足している場合であって

も、後のトレーニングで補うことは可能であ
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るが、「人となり」を後からトレーニングで

身につけるのは難しいという思いが根底にあ

る。なお、もちろん様々な職歴を持つスタッ

フがいるが、例えば、アパレルなどの接客業

からの転職も見られ、銀行業務の経験がない

人材も多いという。

②教育（メトロバンク大学）

　銀行員に求められる金融知識等について

は、スタッフ向け研修を充実させることでカ

バーしている。メトロバンクは、「メトロバン

ク大学」と呼ばれる社内研修制度を創設し、

70種類の講義や100種類以上のeラーニング

を備えるなど、スタッフのスキルアップの環

境を整備している。通常、採用後2〜3週間

はここで集中研修が実施される。また、社内

のイントラネット上にて、メトロバンク大学

の講座申込みが簡単にできる仕組みになって

おり、業務都合を見つつ個別の受講も可能で

あるほか、例えば特定のスタッフに苦手分野

等がある場合、上司が受講を奨励するケース

もある。さらに、英国のChartered�Banker�

Institute（注7）が提供する資格試験の取得に向

けたコースも開講しており、実際に合格した

際に給与アップが行われるといった奨励策も

実施されている。

　メトロバンクの取扱商品には優遇レートの

適用もなく、預金・貸出金とも限られた商品

数となる（後述）ことから、事務面も含め、

新任のスタッフであってもすぐに戦力として

活躍しやすい運営となっている。

③人事評価（ファンを増やすための手法）

　メトロバンクでは、店舗勤務のスタッフに

対して、獲得顧客数や金額にかかるノルマは

設定されておらず、実際の評価にあたって

は、・覆面調査員による抜き打ち臨店、・顧客

へのアンケート結果、・クレーム件数など、

サービスを提供するプロセスに着目した要素

が考慮されている。例えば、口座開設のため

に来店した顧客に対しては、定期預金や貸出

商品のセールスは行わず、迅速なサービス提

供や来店時の応対に注力し、あくまで顧客の

要望に適確に応えることを重視する。1人で

も多くの人にメトロバンクを選んでもらうこ

とが、結果としてビジネスの拡大に繋がると

の考えに基づいている。

　また、支店長職や中間管理職などのマネー

ジャー職について、英国では経験のある外部

人材の登用を行うことも一般的であるが、メ

トロバンクでは外部からの採用よりも内部昇

進を優先して検討することを方針として掲げ

ている。仮に過去に銀行での業務経験がない

スタッフであっても、実際にマネージャー職

への昇進が行われるケースも多く、職員の意

識向上に向けた取組みも見られる。

　CEOのドナルドソン氏は、人事評価にあ

たって、何（What）ではなくどのように

（How）取り組んだかを重要視する方針を公

言しており、達成した数字に対する結果主義

（注）7�．1875年設立の団体であり、「プロフェッショナル銀行員」、「金融アドバイス」、「クレーム対応」といったような各種切り
口で、銀行業務に従事する人向けの講座・資格試験を提供している。
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ではなく、各スタッフの振る舞い自体が評価

される企業文化となっている。また、

Microsoft社の「Yammer」と呼ばれる社内

ソーシャルネットワークシステムを導入して

おり、各スタッフは、業務運営上問題に感じ

ていることや、今後に向けた提案などをこの

SNSに書き込むことが可能となっている。

ドナルドソン氏自らも投稿内容をチェックし

ているほか、直接フィードバックを送ると

いったことも行っており、社内の風通しを良

くし、コミュニケーションを取ることのでき

る環境の整備も進んでいるといえる。

④勤務形態

　店舗スタッフは、正社員とパートタイム社

員の両方で構成されている。ただし、平日の

営業時間が長く、土日も営業していることか

ら、顧客の来店・取引データを蓄積させ、そ

れをもとに各店舗の繁忙時間帯などを分析

し、状況に応じたシフトを組む体制を敷いて

いる。正社員の場合は、9：00〜17：00が定

時として設定されているが、その前後の時間

帯および休日も含めて組まれたシフトをもと

に出勤する運営となっている。また、決まっ

た休日の設定はなく、シフト次第で平日・休

日問わず休暇取得が可能となっている。

3．業務

　メトロバンクのメインビジネスは、伝統的

な銀行業務ともいえる預貸金に限られてお

り、投資用金融商品や保険の販売は行ってい

ない。顧客に来店してもらうことを重視して

おり、法人向け融資以外で渉外担当はいな

い。また、店舗においてもスタッフから商品の

セールスは行わない。店頭での質の高い接客

による顧客満足度の向上に主眼を置いた事業

運営が行われており、商品種類の多様化や、

条件面での優遇などには注力していない。

　新規参入行ということもあり、特に事業拡

大に際してはコスト負担が大きくなりがちで

はあるが、業務のなかでコスト削減にも取り

組んでいる。また、ファンを生み出すための

取組みとして、各種の非金融サービスの提供

にも注力している。

（1）預金

　メトロバンクの資金調達の約75％は企業

や個人など一般顧客からの預金であり、原則

として市場からの資金調達は行っていない。

　預金への適用金利は、大手行と同等ある

いはやや高いレートが設定されているもの

の、他行が提供しているような高額預金者

への優遇レート設定等は一切なく、全顧客

一律に同じレートが適用されており、顧客

属性や最低預入金額等に応じた複数タイプ

の口座提供なども行っていない。このため、

顧客向けの提供商品は他行と比較してシン

プル（注8）になっている。なお、未成年者向け

預金口座も取り扱っており、11歳以上であれ

ば本人名義、10歳以下であっても両親・保

（注）8�．個人向け預金口座の種類は、決済口座であるCurrent�Account（当座預金）のほか、貯蓄口座であるInstant�Access�Savings
（日次で付利、随時引き出し可能）、Fixed�Term�Saving（定期預金）およびYoung�Savers（未成年向け預金）のみである
（Instant�AccessおよびFixed�Termについては、非課税型のISA預金も存在する）。
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護者の名義により開設が可能となっている。

　高額預金者など、優遇金利の恩恵等を受け

ることが目的の顧客にとっては、メトロバン

クへの預金にメリットは乏しい。メトロバン

ク側も、金利条件の高低のみを基準に金融機

関を選択する顧客は、メトロバンクを選択し

なくてもやむを得ないという認識である。イ

ンタビューを行った営業推進部長は、「顧客

に対して不公平な取扱いを行うことを良しと

していないことから、条件面が優れているこ

とを理由に顧客から選ばれることを望んでお

らず、店舗の利便性や接客の質など、条件面以

外のサービスにこだわることで顧客を獲得す

るのがメトロバンクのスタイルである。」と

述べている。実際に、メトロバンクの接客を気

に入った大手企業の役員などが他行から口座

を乗り換えるケースもあるとのことである。

　なお、英国および欧州各国では、小売店や

レストランなどでの支払いの際には、現金で

はなくデビットカード（一般的に銀行キャッ

シュカードにデビットカード機能が付与され

ている。）を使用するのが通例となってい

る。英国内のデビットカードの利用料は、無

料である。英国外での利用については、他の

英国大手行では、デビットカードを利用して

ポンド建以外の商品を購入する場合、為替売

買にかかる手数料とは別に2.75〜3.00％程度

の取引手数料が発生する。一方でメトロバン

クでは、英国内にとどまらず欧州域内では取

引手数料が無料、欧州以外でも2.75％となっ

ており、出張や旅行などの機会に国外でカー

ドを利用する際にもメリットのある設定と

なっている。

　メトロバンクでは、定期預金よりも、個人

顧客向けの日常の決済口座である無利子の

Current�Account（当座預金）（注9）の獲得を重

視している。メトロバンクのサービス方針に

共感した顧客による他行からの乗換え（注10）も

多く行われており、2017年末時点では預金

残高の30％以上がCurrent�Accountとなって

いるなど、預金拡大に伴う調達コストの高ま

りが抑制されている。

（2）貸出金

　貸出業務はメトロバンクのメインの収益源

となっている。

　貸出金の内訳を見ると、個人向けが約

67％、法人向け（主に中小企業向け）が約

33％となっており、個人向けの住宅ローン

のほか、個人、法人向けとも投資用不動産取

得のためのローン（Buy-to-let））の割合が

高くなっている（図表10）。その他、個人向

けには消費者ローン、法人向けには事業性

ローンのほか、当座貸越なども取り扱ってい

る。なお、主軸の住宅ローンについては、前

述の預金と同様、全顧客一律に同じレートを

（注）9�．Current�Accountは、給与振込や公共料金の支払いなどで利用される無利子の口座であり、日本における（決済用）普通預
金口座に近い位置付けで利用されるものである。日常生活における決済が目的の口座であり、当座貸越の機能を付与するこ
とも可能である。
10�．英国には「SWITCH�GUARANTEE」という制度があり、口座の乗換えは日本に比べて容易である。公共料金引落など
を行うメイン口座を他行に設定している場合でも、銀行窓口で当該制度の利用を申し込むことで、口座残高および引落先な
ど全ての設定を別の銀行の口座に無料で移転することができる。なお、口座移転を行う銀行間の手続きのみで完了し、顧客
による特別な対応は必要ない。2013年に導入された当該制度は、銀行間の競争を促す政府施策の一つでもある。
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適用している。

　中小企業向け貸出に関しては、店舗スタッ

フのほかに通常各店舗1〜3名程度の専担者

が配置されており、業務経験がある人材を登

用している。専担者は、飛び込みによる新規

開拓などの営業活動を展開している。

　なお、近年では、他社からBuy-to-letの貸

出金ポートフォリオを購入するなど、貸出金

増強に向けた戦略的な取組みも見られてお

り、創業から約7年で預貸率80％超を実現し

ている（図表11）。

（3）貸金庫

　貸金庫は、他行ではコスト業務と位置付け

られており、撤退あるいは大型店舗に限って

運営を続けているケースが多い。一方、メト

ロバンクでは、顧客ニーズが依然として高い

との認識のもと、全店舗に設置して積極的な

展開を行っている。店舗により差はあるもの

の、各店舗に1,500個〜6,000個程度設置され

ており、あまりの人気の高さから増設した店

舗もある。通勤等の途上にある店舗で、気持

ちの良い接客を行うスタッフが対応し、土日

を含む362日アクセス可能な貸金庫は、パス

ポートや宝飾品など、頻繁に出し入れする物

の保管にも活用されている。

　貸金庫の利用率は、全体で90％超（店舗

によってはほぼ100％）を実現している。サ

イズは5種類用意されており、年間使用料

は、最小サイズ（7.5×12.5×53.7cm）で200

ポンド（約3万円）、最大サイズ（25×25×

53.7cm）で675ポンド（約10万円）となって

いる。

　店舗内の貸金庫エリアの入室鍵はメトロバ

図表10　貸出金内訳（2017年12月末時点）
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その他
6.3%
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（備考）各種資料より信金インターナショナル作成

図表11　預貸金および預貸率の推移
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ンクのスタッフが管理し、貸金庫自体の鍵は

利用者のみが所持する。利用者は最大で鍵を

2つ与えられ、近親者等と共有することも可

能となっている。店舗での貸金庫利用時に

は、本人確認後、署名を行ったうえで、貸金

庫エリアへの入室が認められるフローとなっ

ている。

　なお、前述のとおりの利用率の高さから、

全体でみると、貸金庫収益だけで店舗の不動

産賃借料（開設から1年以上経過した店舗が

対象）の80％以上をカバーしており、メト

ロバンクにおける貸金庫は、コスト業務では

なく、むしろ収益業務として機能している。

（4）非金融サービス

　メトロバンクでは、金融サービス以外に、

地域への貢献にも積極的に取り組んでおり、

各店舗をコミュニティのハブと位置付け、

様々な企画を行っている。その根底には、メ

トロバンクが資金調達を地域からの預金に依

拠しているため、その地域に根ざしたビジネ

スを行うコミュニティバンクであるべきであ

るとの考えがある。以下にその取組みの一例

を紹介する。

①子供向け金融教育「Money	Zone」

　メトロバンクは、子ども向けの金融教育に

力を入れており、小学生（主に4〜5年生を

対象）向けに4つのセッションからなる

Money�Zoneと呼ばれる無料の講座を開設し

ている。最初の3セッションでは、メトロバ

ンクのスタッフが直接小学校を訪問したうえ

で預金口座の種類やお金の基礎などについて

講義を行い、4つ目のセッションでは、メト

ロバンクの実店舗で店頭ATMの操作や現金

保管庫への入室などのフィールドワークを行

う。2015年だけでも、Money�Zoneには2万人

以上の小学生が参加するなど、積極的に開催

されている。

②	来店客に楽しんでもらう「Magic	Money	

Machine」

　メトロバンクの各店舗には、Magic�Money�

Machine（図表12）と呼ばれる、ゲーム性の

ある両替機が設置されている。顧客は、マシ

ンに投入した硬貨の合計金額を当てると、景

品と交換することができる。当然、両替機で

あるため、投入した硬貨は、同額の紙幣と交

換できるほか、自身の預金口座へ直接入金す

ることも可能である。

　Magic�Money�Machineは、メトロバンク全

店舗にて無料で利用することができ、子ども

がゲームを楽しめるだけでなく、大人でも両

替機として利用可能で、メトロバンクの顧客

図表12　Magic	Money	Machine

（備考）信金インターナショナル撮影
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でない場合でも利用できる。英国のスーパー

マーケットなどに設置されている両替機の利

用には3〜10％程度の手数料が発生するほ

か、他の大手行では両替機が設置されていな

い店舗が多く、カウンターでの手続が求めら

れるケースがあるため、メトロバンクの

Magic�Money�Machineは、顧客にとって便利

な人気サービスの一つとなっている。

　また、Magic�Money�Machineの子ども向け

サービスとして、Magic�Money�5�for�5�Club

（図表13）というものがある。これは、15歳

以下の口座保有者を対象としたサービスであ

り、月1回のMagic�Money�Machine利用でス

タンプを1つ獲得でき、スタンプが5個集

まった時点で5ポンドがプレゼントされるも

のである。大人だけでなく子どもにも店舗を

訪れてもらうことを目的とした取組みの一つ

となっている。

③その他イベント等

　クリスマスやハロウィン、新規店舗開店時

などにおけるイベントのほか、1年を通じ

て、子ども向けにグッズを無料で配布する企

画（図表14）などを定期的に開催している。

また、中小企業向けのネットワーキングイベ

ントなど、ビジネスに関連したイベントも併

せて開催されている。

　これらイベントに加え、各エリアでの雇用

創出による地域貢献にも力を入れており、店

舗・コールセンターといった拠点を新規に設

立する際には、その拠点が置かれるエリアに

住む人の雇用を積極的に行っている。地域密

着という観点で、より地域に根ざしたサービ

ス提供に繋げていくための取組みである。

4．体験談

　筆者は、実際にメトロバンクの店舗で口座

開設を行い、現在では給与振込等のメイン口

座に設定している。口座開設時の対応やその

後のサービスなど、実際に体験した内容を紹

介する。

図表13　Magic	Money	5	for	5	Club

（備考）1．利用者に配布されるスタンプカード
2．信金インターナショナル撮影

図表14　店舗で開催された子ども向けイベント

（備考）1�．メトロバンクをモチーフにしたペンや塗り絵な
どを無料配布
2�．信金インターナショナル撮影
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（1）預金口座開設時の対応

　筆者は既に大手行の一つであるLloyds（ロ

イズ）で預金口座を持っていたが、メインバ

ンクをメトロバンクへと変更するという用件

で日曜日の午後に店舗を訪問した。入店時に

は、フロア・受付カウンターそれぞれに3名

程度のスタッフがおり、数名は顧客対応中で

あった。店内が広々としているからか、他に

も5組程度の顧客がいたものの、窮屈な印象

は特になかった。入店直後、フロアスタッフ

が笑顔で用件を聞きに来てくれ、口座開設と

いう来店目的をこちらから伝えた後、フロア

内にあるソファーで待つよう促された。な

お、ロイズで預金口座を開設した際には、店

舗訪問に際して事前の電話予約が必要であっ

たほか、1週間以上先の日程しか予約できな

かったこともあり、手続きに手間取った経緯

があった。しかしながら、今回メトロバンク

では、事前予約なしで店舗を訪問したにも関

わらず、10分程度ソファーで待った後に担

当スタッフから名前を呼ばれ、個別相談用の

デスクに案内された。また、担当スタッフが

自らコーヒーを用意してくれ、飲み物を飲み

ながら手続きが進められた。

　口座開設にあたって身分証明書類（ビザ、

パスポート等）および住所確認書類（公共料

金の請求書等）がそれぞれ必要である点はロ

イズと共通で、その他サインする書類等につ

いても同様であった。ただし、ロイズでは

キャッシュカードおよび暗証番号が数日後に

自宅宛郵送されたが、メトロバンクでは休日

にも関わらずカードは即日発行のうえ手交さ

れ、暗証番号の設定も面前で完了し、直後に

早速ATMを利用することができた。

　スタッフがデータ入力等で使用しているパ

ソコンにはカメラが取り付けられており、本

人確認等の作業完了後、その場で簡単な顔写

真撮影が行われ、メトロバンクのシステムへ

の登録が行われた。

　面談開始後カード受取りまで概ね20分程

度で、入店時の待ち時間を含めても30分程

度で口座が開設されたこととなる。ただし、

今回は口座乗換えのため、前述の「SWITCH�

GUARANTEE」制度の申込みを併せて実

施（注11）したことを勘案すると、メトロバンク

の謳う最速15分での口座開設は現実的だと

感じた。

　面談終了後、登録したメールアドレスあて

に送付されるアンケートへの回答を依頼さ

れ、面談は終了となった。当該アンケート結

果は、人事評価で重視されることとなる。な

お、困った際に連絡を取れるよう名刺を渡さ

れたが、他の預金商品や貸出商品などのセー

ルスは一切行われなかった。

（2）カード紛失時の対応

　口座開設から数か月後、筆者は不幸にも財

布の盗難に遭い、メトロバンクのキャッシュ

カードを紛失する事態に見舞われた。この際

には、コールセンターへの問い合わせやカー

（注）11�．SWITCH�GUARANTEEの申込みから1週間程度経過後、ロイズの口座閉鎖手続きも自動で行われたほか、自動引き落と
し等の設定も全て自動で引き継がれ、個人での別途の手続きは一切不要であった。
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ド再発行の手続きを行った。

　まず、紛失が発覚した休日の午後すぐに

コールセンターへ連絡を取ったが、待ち時間

もほぼなく、音声案内での操作も特に不要で

すぐに担当者と繋がった。紛失の旨および簡

単な本人確認の質問に回答した後にすぐに

カード停止処理が完了した点は、他行や日本

の銀行とも同様の対応と思われる。ただし、

メトロバンクのコールセンターの担当者は、

手続完了後、財布を盗まれてしまったことを

心配しているとの言葉を、通り一遍のマニュ

アルではない自分の言葉で丁寧にかけてくれ

たほか、メトロバンクのカード以外のもの

（クレジットカードなど）を紛失した際の留

意点などを親身にアドバイスしてくれた点

で、非常に好感の持てる対応であった。

　カード停止後、紛失の翌日に再発行手続の

ため、口座開設店舗ではなく勤務先最寄りの

店舗を訪問した。閉店間際での来店であった

が、入店後用件を伝えるとすぐに担当スタッ

フによる応対に進んだ。本人確認後、再発行

手続に入り、10分程度で新しいカードを受

け取ることができるなど、ここでも迅速な対

応を実感することができた。なお、今回の紛

失により非常に大変な思いをしたはずである

との理由で、5ポンドがプレゼントされると

いう旨も併せて伝えられ、当日に「サプライ

ズ」という摘要で振込みが行われるなど、粋

なサービスを受けることもできた。カードの

再発行については、店頭であれば即日受取、

オンラインバンキング・モバイルアプリや

コールセンターを通じた申請の場合は7日

以内に自宅あてに郵送されることとなって

いる。

（3）その他スタッフからのヒアリング

　実際に店舗で応対した担当のスタッフはい

ずれも気さくな人物で、店舗付近の飲食店の

情報なども含めて色々と教えてくれた。間違

いのない丁寧な対応というより、親しみを感

じさせる新しい友人のような対応は、日英の

文化の違いを感じさせるものでもあった。今

回は、メトロバンクの店舗スタッフに対して

も何点かヒアリングを行ったので、以下のと

おり紹介する。

・担当者一個人としても、メトロバンクが

他行よりも高い水準のサービス提供を目

的としていることは実感しており、常に

意識している。

・メトロバンクは、直接顧客に接する

「Face-to-Face」（担当スタッフの実際の

発言）スタイルを重視しており、システ

ム等のプラットフォームへの投資にのみ

頼るのではなく、休日も含め店舗に多く

人材を配置することで、担当エリアの顧

客になじみ易い銀行を目指している。

・店舗勤務のスタッフは、週休1日の週と

週休3日の週が交互に設定される勤務ス

タイルとなっている。

・店頭での外貨両替レートはあまり良くな

いため、おすすめしない。正直言って他

行やその他の両替所に行った方が良いで

あろう。ただ、他行と異なり、欧州各国
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でのデビットカード利用手数料が無料な

ので、欧州出張や旅行に行く際にメトロ

バンクを利用するメリットは大きい。

・顧客が来店する際には、何らかの目的が

あるはずであり、その目的をしっかりと

達成できるように対応するのがスタッフ

の仕事である。このため、特に顧客から

の要望がないにもかかわらず、クレジッ

トカードや貸金庫などのセールスを行

い、顧客側の時間を無駄にするようなこ

とは絶対に避けている。むしろ、今後用

件があった際にまた来店してもらうこと

や、後日に別の商品に興味が出た場合

に、気軽に問い合わせてもらえるようい

い印象を持ってもらうことが何より重要

である。

・銀行の店舗勤務スタッフとしての給料が

他行より優れているとは正直思わない

が、他行とは勤務スタイルも目的も違

い、独自性があるため、やりがいのある

職場だと感じている。

　もちろん担当者により対応は異なるはずで

あるが、少なくとも今回接したスタッフは、

メトロバンクの長所・短所ともに素直に話し

てくれている印象であった。また、他のフロ

アスタッフにも笑顔が多く、確かに堅苦しい

銀行というよりは気さくな小売店といった感

覚であった。なお、当日依頼し忘れた小切手

帳の受取りのため、開設時に渡された名刺を

頼りに同じスタッフに連絡を入れ、再度店舗

を訪問したが、その際も変わらず気さくな雰

囲気で対応を行ってくれた。

おわりに　

　本稿では、英国の銀行業界に新たな風を吹

き込んでいるメトロバンクの取組みについて

紹介してきた。実際にサービスを利用した実

感としても、理念・方針が掲げられているだ

けでなく、確かにそれらが着実に実践されて

おり、メトロバンクの急成長は十分に頷ける

ものだといえる。もちろん、複数回店舗を利

用する中で、スタッフによって対応の丁寧さ

やフレンドリーさには違いがあるとも感じら

れた。また、金利など経済的な面以外での

サービスは目に見えないものであり、受け取

り手によって捉え方・感じ方が異なるため、

全ての顧客に対して同じレベルで満足しても

らえるようなサービスの提供は非常に難しい

ことだといえよう。ただし、メトロバンクは

あくまでそのような目に見えない部分での付

加価値を武器にFace-to-Faceでのチャレンジ

を続けており、注目に値する銀行であること

に変わりはない。

　英国と日本とでは、金利水準や銀行間の競

争、サービスについての考え方・文化などに

関しては異なる面も多いといえる。また、例

え同じ国であっても、大都市と人口の少ない

地方都市とでは、ビジネスの環境はもちろん

異なる。しかしながら、メトロバンクは、金

融機関側が顧客を「訪問する」という形では

なく、サービス提供の場としての店舗を顧客

に「訪問してもらう」ことを重視し、新しい

Face-to-Faceを実践のうえ成果を上げてき
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た。「顧客」ではなく「ファン」の獲得を目

指す経営方針は、信用金庫をはじめとした日

本の地域金融機関にとっても示唆深い取組み

といえるのではないだろうか。

〈参考文献〉
・家長令（2017）「英国メトロバンク（Metro�Bank�PLC）について」信金中金�地域・中小企業研究所HP、2017年12月
26日発信（http://www.scbri.jp/PDFnews&topics/20171226.pdf）

・神山哲也、飛岡尚作（2015）「大手英銀の牙城に挑むチャレンジャー・バンクとFinTech」『野村資本市場クォータ
リー』2015年夏号、pp.46-69

・荻谷亜紀（2016）「サービスを差別化の中心に据える英メトロ・バンク」『野村資本市場クォータリー』2016年冬号、
pp.153-167

・メトロバンク　アニュアルレポート各年版
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2018年11月）

7日 ○ 金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・KPIを公表し
た金融事業者のリストを更新（2018年9月末時点の信用金庫数は169金庫と、6月
末時点から22金庫追加）

15日 ○ 経済産業省、平成30年10月22日に発生した大島大橋損傷の影響により売上高等が
減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、山口県大
島郡周防大島町を対象にセーフティネット保証4号（注）を発動することを決定

（注）売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一
般保証とは別枠で融資額の100％を保証する制度

21日 ● 総務省、個人企業経済調査（動向編）平成30年7～9月期結果（確報）を公表 資料1

27日 ● 内閣府、「地域の経済2018」を公表 資料2

○ 経済産業省および公正取引委員会、下請取引の適正化について親事業者等に要請

29日 ○ 金融庁、貸金業関係資料集を更新

○ 中小企業庁、平成30年7月豪雨「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の
交付決定（呉信用金庫が代表者であるグループを含む岡山県、広島県、愛媛県の
計11グループ）を公表

○ 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部、RESAS最新データを更新

30日 ● 内閣府、地域経済動向（平成30年11月）を公表 資料3

○ 経済産業省、消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(10月調査）の調査結果
を公表

○ 経済産業省、中小企業庁がとりまとめた中小企業・小規模事業者の数（2016年6
月時点）の集計結果を公表（対2014年比23.1万者減の357.8万者）

※ 「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。

　「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。

（資料 1）

総務省、個人企業経済調査（動向編）平成 30 年 7～ 9月期結果（確報）を公表（11月21日）

　総務省は、2018 年 7 ～ 9 月期における個人企業経済調査（動向編）結果（確報）を公表した。

　今期（2018 年 7 ～ 9 月期）の業況判断 D.I. は△ 59.4 で、前期（2018 年 4 ～ 6 月期）（△

54.3）に比べ、5.1 ポイント悪化している。

　また、来期（2018年10～12月期）の業況見通しD.I.は△56.1となっており、今期の業況判断D.I.（△

59.4）に比べ、3.3 ポイントの改善を見込んでいる。

（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei05_01000161.html 参照）
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（資料 2）

内閣府、「地域の経済 2018」を公表（11月27日）

　内閣府は、「地域の経済 2018」を公表した。目次は以下のとおり。

『地域の経済 2018』の公表にあたって

第１章  地域における人手不足問題

　第1節  人手不足感の地域ごとのばらつき

　第2節  地域の産業構造と労働生産性の向上

第2章  インバウンド需要の取込みに向けて

　第1節  インバウンド需要の拡大と地域差

　第2節  インバウンド需要のすそ野の拡大に向けて

　第3節  今後のインバウンド需要拡大への展望

第3章  2017 年から2018 年にかけての各地域の経済動向

　第1節  景気ウォッチャー調査からみた各地域の景況感

　第2節  各地域の経済動向

（https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr18/cr18.html 参照）

（資料 3）

内閣府、地域経済動向（平成 30 年 11月）を公表（11月30日）

　内閣府は、2018 年 11 月の地域経済動向を公表した。

　前回調査（2018 年 8 月）と比較して、1 地域（九州）において下方修正、残りの 11 地域（北海道、

東北、北関東、南関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、沖縄）においては横ばいとした。

　分野別にみると、前回調査（2018 年 8 月）と比較して、鉱工業生産については、1 地域（東北）

において下方修正、残りの 11 地域、（北海道、北関東、南関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、

四国、九州、沖縄）においては横ばいとした。

個人消費については、1 地域（東北）において上方修正、3 地域（甲信越、近畿、九州）におい

て下方修正、残りの 8 地域（北海道、北関東、南関東、東海、北陸、中国、四国、沖縄）にお

いては横ばいとした。

　雇用情勢については、全 12 地域において判断を横ばいとした。

（https://www5.cao.go.jp/keizai3/chiiki/2018/1129chiiki/menu.html 参照）
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信金中金だより 

信金中央金庫 地域・中小企業研究所活動記録（11月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執 筆 者

18.11.2 内外金利・為替見通し 30-8 物価の基調は弱く、日銀は当面、超緩和的なスタンスを維持 角田　匠
奥津智彦

18.11.16 経済見通し 30-3 実質成長率は18年度0.9％、19年度0.8％と予測 
－輸出の増勢は鈍化しているが、堅調な内需を支えに景気
は回復基調を維持－

角田　匠

18.11.20 金融調査情報 30-14 英国の新規参入銀行メトロバンクの戦略 
－「顧客」ではなく「ファン」の獲得を目指す－

家長　令
ブラウン咲織

18.11.30 金融調査情報 30-15 信用金庫の地区別貸出金増加率と業種別寄与度の動向 間下　聡

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講 師 等

18.11.6 講演 日本経済の現状と展望 有価証券運用担当者勉強会 埼玉県信用金庫協会 角田　匠

18.11.6 講演 「稼ぐ力」を磨く中小企業 若手経営者・後継者の会 蒲郡信用金庫 藁品和寿

18.11.8 講演 国内外の経済・金利見通し 経済セミナー 平塚信用金庫 奥津智彦

18.11.8 講演 商店街の活性化事例 第1回「堀切ラッキー通り商店街」
活性化ミーティング

城北信用金庫 笠原　博

18.11.9 講演 環境変化に挑む！中小企業
の経営事例

山梨しんきん本店経営者会講演会 山梨信用金庫 鉢嶺　実

18.11.14 講演 「フィンテック」と「ビットコイン」 博多法人会第3支部11月例会 福岡信用金庫 藁品和寿

18.11.16 講演 構造変化の中で「稼ぐ力」を
磨く中小企業の経営事例

あましんサクセスネットクラブ 尼崎信用金庫 藤津勝一

18.11.21 講演 千年企業の継続力！
－その経営が示唆するものは何か－

うみ信会 道南うみ街信用金庫 鉢嶺　実

18.11.21 講演 内外経済と金利・為替相場の展望 役員向け勉強会 いちい信用金庫 角田　匠

18.11.23 講演 信用金庫による地域活性化
への取組み

シンポジウム「地域金融機関の
課題」

北海道大学大学院経済学研究院 
日本計画行政学会北海道支部

松崎英一

18.11.27 講演 環境変化に挑む！若手経営
者の取組み事例

若手経営者セミナー 白河信用金庫 鉢嶺　実

18.11.27 講演 企業の「稼ぐ力」 
－「稼ぐ力」を磨く企業の事例－

津山信用金庫講演会 津山信用金庫 松崎英一
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実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講 師 等

18.11.28 講演 環境変化に挑む！中小企業
の経営事例

東青梅信友会講演会 飯能信用金庫 鉢嶺　実

3．原稿掲載
発行日 タ　　イ　　ト　　ル 掲載紙 発　行 執 筆 者

18.11.10 フィンテック最前線（8） 信用金庫 全国信用金庫協会 藁品和寿

18.11.15 個人消費は上向いているものの最大のリスク
「消費増税」への懸念

バンクビジネス （株）近代セールス社 奥津智彦

18.11.19 トレンド〈米国経済〉 週刊金融財政事情 金融財政事情研究会 角田　匠
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	巻頭言	 	

	
1月号（通巻546号）
■ 世界経済の構造変化と日本	 明治大学	政治経済学部教授　勝　悦子

2月号（通巻547号）
■ 信用金庫は中長期的な収益を誰からどのように得るのか?	 神戸大学	経済経営研究所教授　家森信善

4月号（通巻549号）
■ 古希を迎えて	 横浜市立大学名誉教授・国際マネジメント研究科客員教授　藤野次雄

5月号（通巻550号）
■ 日米金利差拡大と東アジア域内為替相場の不安定化	 一橋大学大学院	商学研究科教授　小川英治
	
6月号（通巻551号）	
■ 「相互扶助」の経済的意義	 小樽商科大学大学院	商学研究科教授　齋藤一朗
	 	
7月号（通巻552号）	
■ トランプ政権下での金融規制緩和とアメリカ経済	 明治大学	政治経済学部教授　勝　悦子
	 	
8月号（通巻553号）	
■ 信金らしさは創業者支援の武器になる	 神戸大学	経済経営研究所教授　家森信善

10月号（通巻555号）	
■ 地方公共団体の公会計導入と地方創生	 横浜市立大学名誉教授・国際マネジメント研究科客員教授　藤野次雄
	 	
11月号（通巻556号）	
■ FRBの金融政策正常化とターム・プレミアム	 一橋大学大学院	経営管理研究科教授　小川英治

12月号（通巻557号）
■ 金融機関の収益メカニズムとボリューム追及の呪縛	 小樽商科大学大学院	商学研究科教授　齋藤一朗

特別寄稿論文

1月号（通巻546号）
■ 日本経済　持続的な安定成長を目指して	 コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所所長　　　　　　　　　　
	 コロンビア大学R.D.カルキンス国際ビジネス名誉教授　ヒュー・パトリック
	 （邦訳）　　　　昭和女子大学	名誉理事　　　　　
	 現代ビジネス研究所	特別研究員　平尾光司

10月号（通巻555号）
■ 地域金融と競争政策	 成城大学名誉教授　村本　孜

調査

1月号（通巻546号）
■ 新展開で「稼ぐ力」の再構築に挑む中小企業事例からの示唆
　−新展開のカギは顧客課題解決への「企業家」としての取り組み姿勢−	 藤津勝一

2018年信金中金月報（第17巻）総索引
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■ 企業の人手不足の状況と今後の見通し
　−中小企業の課題克服のため、信用金庫が一助となれる余地は大きい−	 奥津智彦
	
2月号（通巻547号）
■ 第170回全国中小企業景気動向調査　10〜12月期業況は26年ぶりにプラス転換　−2017年10〜12月期実績・2018年1〜3月期見通し−
　【特別調査−2018年（平成30年）の経営見通し】	 地域・中小企業研究所

■ 都道府県間人口移動の要因と影響　
　−産業構造、所得環境、生活コスト、住宅取得環境等の都道府県間格差から人口移動を考察−	 峯岸直輝

■ 中小企業の「稼ぐ力」	③　−新事業展開による「稼ぐ力」への挑戦−	 市野寛明
	 藁品和寿

3月号（通巻548号）
■ 企業存続の命運を握る“事業承継”のあり方とは　−すべての人が笑顔で事業承継を迎えるために−	 　荒木田友則
	 鉢嶺　実

■ ITインフラを活用し組織全体で取り組む福井信用金庫の事業性評価	 松崎英一
	 岸本真樹

■ 信用金庫のベンチマークの開示状況　−今後のベンチマークの開示・活用にあたって−	 荻野和之
	 海田尚人

4月号（通巻549号）
■ 「フィンテック」を活用した新たなFPサービス　−「FP×FinTech」普及の可能性−	 藁品和寿

■ スマートフォンの普及とともに広がるアプリバンキング　−スマホを起点とした「地方創生」の取組み−	 藁品和寿

■ 上場しない選択とその有効性−融資担当者の立場から（2）　−自らの意思で非上場化を行った企業（アデランス）の視点−	 吉田哲朗

■ 貸出金増加率上位信用金庫の預金量規模別、立地別の貸出動向
　−大都市圏では一部業種が集中的に増加、地方では幅広い業種で増加−	 間下　聡

■ 信用金庫の経費削減への取組み	 刀禰和之

5月号（通巻550号）
■ 第171回全国中小企業景気動向調査　1〜3月期業況は改善一服　−2018年1〜3月期実績・2018年4〜6月期見通し−
　【特別調査−経営者の健康管理と事業の継続について】	 地域・中小企業研究所

■ 中小企業の財務状況からみた設備投資・賃上げ余力
　−中小企業における収益性分析、付加価値分析、安全性分析による考察−	 峯岸直輝

■ 中小企業の稼ぐ力	④　−地域密着による「稼ぐ力」への挑戦−	 馬場亮太
	 藁品和寿

■ 信用金庫の創業支援策について　−新たな担い手発掘の強化が必要−	 関　恵祐

6月号（通巻551号）
■ 経営持続に不可欠な中小企業経営者の企業家としての役割
　−生産性向上による稼ぐ力を常に意識する企業家マインドこそがカギ−	 藤津勝一

■ AI（人工知能）を活用した「地方創生」への挑戦
　−過疎地をつないで経済圏をつくる「過疎地連携経済圏構想」実現への挑戦	 藁品和寿

■ 信用金庫の創業先に対するフォローアップ強化策について	 関　恵祐
	 刀禰和之
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■ 信用金庫のフィービジネス強化への取組み	 刀禰和之

7月号（通巻552号）	
■ インバウンドの現状と今後の見通し　−訪問地域に広がりもみられ、中小企業にとってはビジネス獲得の好機−	 奥津智彦
	
■ 中小企業における経営者の健康管理と事業の継続　−経営者の健康問題を事業継続の危機につなげないために−	 品田雄志

■ 事業承継問題の陰に潜む“技能・ノウハウ”の承継問題
　−経営者のバトンタッチだけでは完結しない現場レベルの承継問題を考える−	 鉢嶺　実

■ 信用金庫の中期経営計画の策定事例　−新宮信用金庫−	 刀禰和之

8月号（通巻553号）	
■ 第172回全国中小企業景気動向調査　4〜6月期業況はわずかに低下　−2018年4〜6月期実績・2018年7〜9月期見通し−
　【特別調査−中小企業経営に関する各種支援制度の利用について】	 地域・中小企業研究所

■ 中小企業における「人材活用」	①　−「シニア」の活躍による生産性向上への期待−	 綱　紘平
	 藁品和寿

■ 地域活性化の仕組みづくりと地域金融機関（1）　−「まちてん」の参加者（千葉県いすみ市）の事例から−	 吉田哲朗

■ 信用金庫の店舗戦略の考え方	 刀禰和之

9月号（通巻554号）
■ 都道府県別の潜在的な労働力の活用余地
　−地方圏で潜在的な労働力の活用余地が乏しく、基盤的な産業の構築が必要−	 峯岸直輝

■ 信用金庫の視点でひも解く2018年版中小企業白書・小規模企業白書　−今こそ中小企業に求められる生産性向上−	 藁品和寿
	 品田雄志
	
■ 1人当たりの指標からみる信用金庫の生産性　−預金規模階層別にみた特徴−	 品田雄志
	 松崎英一

■ 信用金庫における窓口営業時間の弾力運用の動向について	 刀禰和之

10月号（通巻555号）
■ 電子記録債権を活用したフィンテックサービスへの挑戦　−中小企業の資金繰り改善支援に向けた取組み−	 藁品和寿

■ 生産性を向上させる新市場展開の中小企業事例からのヒント
　−固定観念にとらわれないターゲットの再認識と提供価値の適合化がカギ−	 藤津勝一

■ 信用金庫の若手職員の育成事例について	③　−京都北都信用金庫−	 刀禰和之

11月号（通巻556号）	
■ 第173回全国中小企業景気動向調査　7〜9月期業況はわずかに改善　−2018年7〜9月期実績・2018年10〜12月期見通し−
　【特別調査−中小企業経営者と「人生100年時代」】	 地域・中小企業研究所

■ 中小企業における「人材活用」	②　−「女性」の活躍による生産性向上への期待−	 亀山雄仁
	 藁品和寿

■ AI技術を活用した宿泊料金決定システムの普及への挑戦　−旅館・ホテル業界に新たな風を巻き起こす−	 藁品和寿

12月号（通巻557号）
■ 「働き方改革」を中小企業の成長力強化に結びつけるためのヒント
　−働きやすい環境整備がもたらす従業員の活性化が生産性をアップ−	 藤津勝一
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■ 千年企業の継続力　−なぜそれほど長期にわたって事業を継続することができるのか−	 鉢嶺　実

■ 地域活性化の仕組みづくりと地域金融機関（2）−1　−「まちてん」の参加者（鹿児島県長島町）の事例から−	 吉田哲朗

■ 信用金庫の創業支援施設の開設動向について	 刀禰和之

査読付論文	 	
	
11月号（通巻556号）
■ 大学生の金融知識の水準と金融教育の効果　−金融知識別の分析−	 明治大学商学部准教授　浅井義裕

信金中金だより	

2月号（通巻547号）
■ 日本中小企業学会第37回全国大会国際交流セッション講演抄録	 	
	 東京経済大学経営学部准教授	日本中小企業学会第13期本部事務局・事務局長　山本　聡

■ 地域・中小企業研究所が「店舗戦略セミナー」を開催

3月号（通巻548号）	
■ 地域・中小企業研究所が「シンクタンクを有する信用金庫との情報交換会」を開催

8月号（通巻553号）	
■ 地域・中小企業研究所が「営業店業務の効率化セミナー」を開催

10月号（通巻555号）
■ 地域・中小企業研究所が「事業性評価にかかる情報交換会」を開催

11月号（通巻556号）
■ 地域・中小企業研究所が「経営戦略プランニング研修」を開催中

■ 地域・中小企業研究所研究員が日本中小企業学会全国大会にて研究報告

12月号（通巻557号）
■ 地域・中小企業研究所が「働き方改革にかかる情報交換会」を開催

増刊号・特集号

3月号（通巻548号）
■ 特集「金融仲介機能のベンチマーク」

9月号（通巻554号）
■ 特集「生産性向上」	
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
（単位：店、人）

店　　　舗　　　数 常　勤　役　職　員　数

年 月 末 本  店 職　　　員
(信用金庫数) 男　子 女　子 計

会　員　数
支  店 出張所 合  計 常勤役員 合　計

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

					（1）業態別預貯金等						（2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降の数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel	03‒5202‒7671　Fax	03‒3278‒7048

信用金庫の合併等
年　月　日 異　　　動　　　金　　　庫　　　名 新金庫名 金庫数 異動の種類

2009年11月24日 北見 紋別 北見 合併
2010年1月12日 山口 萩 萩山口 合併
2010年2月15日 杵島 西九州 九州ひぜん 合併
2011年2月14日 富山 上市 富山 合併
2012年11月26日 東山口 防府 東山口 合併
2013年11月5日 大阪市 大阪東 大福 大阪シティ 合併
2014年1月6日 三浦藤沢 かながわ 名称変更
2014年2月24日 十三 摂津水都 北おおさか 合併

2016年1月12日 大垣 西濃 大垣西濃 合併

2016年2月15日 福井 武生 福井 合併

2017年1月23日 江差 函館 道南うみ街 合併

2018年1月1日 札幌 小樽 北海 北海道 合併

2018年1月22日 宮崎 都城 宮崎都城 合併

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金 (単位:億円、％)

要求払 定期性  外貨預金等
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 11.3

△ 25.3
△ 0.3 △ 7.7
△ 0.2
△ 0.0 △ 5.7
△ 0.2
△ 0.3
△ 0.2
△ 0.3
△ 0.4
△ 0.3
△ 0.3
△ 0.4 △ 4.5
△ 0.2 △ 12.1
△ 0.4 △ 14.6
△ 0.5 △ 12.0
△ 0.7 △ 15.2
△ 0.8 △ 6.2

(備考) １. 預金計には譲渡性預金を含まない。
２. 実質預金は預金計から小切手･手形を差し引いたもの

地区別預金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

全 国 計年 月 末

年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州

年 月 末
預金計  実質預金  譲渡性預金

北海道 東  北 東  京 関  東 北  陸 東  海

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 0.1 △ 100.0
△ 0.8 △ 100.0 △ 0.8

△ 100.0
△ 0.0 ･･･

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 0.1 △ 100.0
△ 0.8 △ 100.0 △ 0.8

△ 100.0
△ 0.0 ･･･

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 0.1 △ 100.0
△ 0.8 △ 100.0 △ 0.8

△ 100.0
△ 0.0 ･･･

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金 (単位:億円、％)

手形貸付 証書貸付 当座貸越
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 11.9 △ 2.3
△ 4.8 △ 2.9
△ 7.3 △ 4.1
△ 8.5 △ 0.6
△ 6.7

△ 4.9
△ 4.1
△ 4.0
△ 3.8
△ 3.7

△ 4.9
△ 4.3

△ 4.4
△ 4.4
△ 4.3

△ 5.5

地区別貸出金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1 △ 1.5
△ 0.5

△ 0.8 △ 0.2

△ 0.5 △ 0.2

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.7

△ 0.2

△ 0.1
△ 0.3
△ 0.4

△ 0.7

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

年 月 末

関  東 北  陸 東  海
年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州 全 国 計

貸出金計
割引手形 貸付金

年 月 末

北海道 東  北 東  京

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
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1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金

(単位:億円、％)

貸出金計 　企業向け計
年 月 末 製造業 建設業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 2.3
△ 1.6 △ 0.3
△ 1.3 △ 0.1
△ 1.4
△ 1.1
△ 1.1

△ 0.9

△ 0.6

年 月 末 卸売業 小売業 　不動産業
　個人による貸家業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 2.4 △ 2.6
△ 1.5 △ 1.1
△ 1.3 △ 1.7
△ 1.1 △ 0.4 △ 0.2
△ 1.1
△ 0.8

△ 0.2
△ 0.2 △ 0.1

年 月 末 飲食業 宿泊業 　医療・福祉 　物品賃貸業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 4.1 △ 1.6
△ 3.1 △ 1.5
△ 1.3 △ 1.9

△ 0.3
△ 0.4
△ 1.2

△ 0.1
△ 0.1
△ 0.5 △ 1.5

年 月 末 　住宅ローン

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･

△ 2.7
△ 3.3
△ 1.5

△ 8.6

(備考) １．日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(4)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。

　　　 ２．海外円借款、国内店名義現地貸を企業向け計の内訳として掲載

  地方公共団体 個  人 海外円借款、国内店名義現地貸
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況

(単位:億円、％)

コール 買 現 先 債券貸借取引 買入金銭 金 銭 の 商    品
現    金 買入手形 ローン 勘　　定 支払保証金 債    権 信    託 有価証券

公社公団債金 融 債 そ の 他
(△3.9)
(△2.2)
(△6.3) (△0.0)

(△1.4) (△7.3) (△4.9)
(△0.0) (△4.8) (△3.4)
(△0.5) (△7.5) (△4.2)

(△5.9) (△3.8)
(△0.6) (△9.2) (△3.9)
(△0.1) (△9.2) (△3.5)

(△8.6) (△3.3)
(△9.4) (△3.5)

(△0.1) (△10.7) (△4.2)
(△8.4) (△3.7)
(△10.1) (△4.2)
(△11.9) (△4.9)
(△10.2) (△4.4)
(△5.9) (△4.5)
(△4.4) (△3.3)
(△6.9) (△3.4)

信金中金
その他の 利 用 額 預 貸 率 (Ａ)/預金預 証 率(Ｂ)/預金(Ｂ)/(Ａ)
証    券 （Ｂ）

(備考) 1. (   )内は前年同月比増減率
預貸率＝貸出金/預金×100(%)、預証率＝有価証券/預金×100(%)（預金には譲渡性預金を含む。）
余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計

短期社債 社    債 株    式

余資運用資産計(A)年 月 末 貸付信託投資信託外国証券

預 け 金年 月 末
うち信金中金預け金

有価証券年 月 末 国    債 地 方 債
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.4
△ 1.6 ―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.6
△ 1.9 ―　 ― ―　 ―

(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表
預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金

(単位:億円、％)

信用金庫 大手銀行 都市銀行 地方銀行 第二地銀 合  計

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1
△ 0.4
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.4
△ 1.1
△ 1.0
△ 1.4
△ 1.3

△ 0.0
△ 0.1
△ 0.3
△ 0.1

(備考) １．日本銀行『金融経済統計月報』等より作成
２．大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数
３．合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出

年 月 末
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